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１ 基本的な事項 

（１）飯山市の概況 

① 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

長野県の北端に位置し、千曲川沿いに広がる飯山盆地を中心に、東西を山地に挟まれた

南北に長い地形であり、温泉や高原等の自然資源に恵まれている。 

気候は、寒暖の差が大きい内陸盆地型気候であることから、四季の彩がはっきりとして

いる。特に、冬季は日本海からの季節風の影響で市内全域に多くの降雪があり、日本でも

有数の豪雪地帯となっている。 

古くから山国信州と日本海とを結ぶ交通の要所として、また東北地方への重要な駅路と

しての役割を担い、江戸時代には千曲川を利用した舟運と、越後に通じる街道を使って、

奥信濃の中核都市として発達した。 

島崎藤村が雪国の小京都と呼んだ寺の町としてのまち並は、戦国時代に上杉謙信が信濃

出陣の拠点として築いた飯山城を中心にその後城下町としての機能を整え、歴代城主の手

厚い保護のもと栄えた寺社文化の影響を受け形成された。 

明治維新後の廃藩置県により飯山県となり、その後長野県に編入され、町制がしかれた。

昭和 29（1954）年に飯山町を中心に 1 町 6 か村が合併し「飯山市」が誕生した。更に、31

年に隣接の 2 か村を編入して現在の市域となった。 

産業は、稲作を中心とする農業と飯山仏壇や内山紙、スキー工業等風土を活かした伝統

工芸が発展した。その後これらの産業に加え、きのこ類の栽培やスキー場開発による観光、

誘致企業による電気機械工業等広がりを見せたが、これらの産業を取り巻く情勢は大変厳

しく、現在はグリーンツーリズムにおける農業と観光のように、それぞれの産業を連携さ

せ付加価値を高める施策を展開している。 

千曲川沿いに伸びる国道 117 号を幹線として道路網が構成されており、平成 9（1997）

年の上信越自動車道豊田飯山インターチェンジの開通により高速交通の利便性が高まり、

当市の交流圏はここ数年で飛躍的に拡大している。また、平成 27（2015）年 3 月 14 日に

は北陸新幹線飯山駅が開業し、飯山駅を中心に半径 20Km 圏域の飯山市・妙高市・中野市・

山ノ内町・信濃町・飯綱町・木島平村・野沢温泉村・栄村の 9 市町村が一体となり、この

地域の財産を守るために、9 市町村全域を「信越自然郷」と名付け、広域観光連携に取り組

んでいる。 

 

② 過疎の状況 

過疎化の要因としては、豪雪地帯のハンディとも言える雪処理の負担に始まり、高度経

済成長期に産業立地の条件が他地域に比して乏しかったことから、産業振興や働く場の確

保の面で、若年層を中心とした人口の流出が今もなお影響を与えている。 
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過疎地域活性化特別措置法に基づく過疎対策として、過疎地域の指定から外れた後の経

過措置期間を含め、平成 16（2004）年度まで過疎対策事業債を中心とした支援策を活用

し、道路改良や除雪機械、下水道処理施設等生活環境の基盤整備、産業振興施設、福祉・

教育関連施設、ケーブルテレビ施設等のハード整備を順調に進め、住環境の向上に努める

とともに中心商店街、公園、景観の整備等回遊性のあるまちづくりや市街地観光の整備を

する等ゆとりの面でも大きく前進し、これらの施策の成果として人口の減少率は緩やかに

なった。その後、経過措置期間が終了した平成 17（2005）年度以降は、長引く地域経済

の低迷により地域間格差が拡大し、人口の流出と少子化による人口減少が進行した。 

平成 22（2010）年度の過疎地域の再指定後は、平成 26（2014）年度末の北陸新幹線飯

山駅開業に向けた土地区画整理事業により、同駅周辺道路の新設・改良、都市施設整備等

を推進するとともに北陸新幹線を利用した国内外からの来訪者を受け入れるため、同駅周

辺道路の新設・改良、都市施設整備等を推進するとともに北陸新幹線を利用した国内外か

らの来訪者を受け入れるための観光施設整備等駅開業に向けたハード事業を積極的かつ集

中的に実施し、国、県、近隣市町村、関係機関等との連携を図りながら万全の体制で開業

の日を迎えた。また、近年では、人口減少が進行する中で安全で安心な暮らしができる活

力ある地域づくりを目指し、消防施設、保育所、学校教育関連施設、体育施設等の整備を

計画的に進めるとともに医療費の負担軽減対策、地域づくり団体等の活動支援等を過疎地

域自立促進特別事業として実施することにより、過疎地域における市民生活の質の向上を

図ってきた。 

 

③ 社会経済的発展の方向の概要 

令和 5（2023）年度策定の飯山市第 6 次総合計画の基本構想で「飯山郷創～世界にひら

く 里山の未来～」の実現を念頭に置きつつ、国で策定した「デジタル田園都市国家構想

総合戦略」の趣旨を踏まえ、将来的な地方移住にもつながる関係人口を拡大させ、持続的

な社会を創生することを目指している。 

北陸新幹線飯山駅の開業を契機とした新たなまちづくりのための施策展開にあたっては、

地域経済活動や市民生活に北陸新幹線飯山駅開業の効果が広く発揮できるよう、多面的な

施策を講じるとともに開業に向けて整備した施設や広域連携の枠組み等を効果的かつ持続

的に活かせるよう国、県、近隣市町村のみならず民間事業所、各種団体等との連携を更に

強固なものとし、発展を図る必要がある。 

産業面では、地域の基幹産業である農業をはじめ、伝統産業、工業等各分野における産

業技術力向上と後継者などの人材育成、地域産品のブランド力の向上と販売促進、住民や

観光客にも魅力ある商店街活性化支援等を図るとともに、観光面では広域観光を柱としな

がら地域の伝統文化、自然景観、風土等の当市の特徴や地域資源を活かし、国内外から選
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ばれる観光地としてのまちづくりを進め、地域の活性化や交流人口、関係人口の拡大を図

るものとする。 

また、少子高齢化、人口減少社会におけるまちづくりに対応するために、住宅や雇用対

策、克雪対策、子育て・教育環境の整備、保育料や医療費等の子育て世帯の経済的負担の

軽減、婚活支援等の若者定住対策を主要な施策として位置付けるとともに、誰もが住みや

すく自立した生活が送れるよう健康、医療、福祉、防災、公共交通等の充実を図りながら、

人口減少社会においても地域の中で互いに支えあい、快適な暮らしが実現する地域の形成

を進める必要がある。これらの施策を通して、「飯山ブランド」の向上を図るとともに質の

高い暮らしができる都市として、生産年齢人口を中心とした定住人口や関係人口の拡大を

図るものとする。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

国勢調査によると、昭和 35（1960）年から昭和 50（1975）年まで、年間約 450 人の人

口減少が続き、昭和 50（1975）年から平成 2（1990）年まででは、年間約 170 人の減少と

なり、減少傾向が緩やかになったが、近年では年間約 400 人の人口減少となっている。ま

た、年齢 3 区分ごとの構成割合をみると、年少人口と生産年齢人口の減少に対し、高齢者

人口は増加傾向にある。令和 7（2025）年 4 月現在の高齢化率は 40.8%となっており、県

平均と比べても高い割合を示している。少子高齢化が進む日本では、人口減少に加え高齢

者人口の増加も進んでおり、当市でも人口増加への転換は極めて厳しい状況となっている。 

産業別の就業人口では、稲作を主とする第一次産業の比率が圧倒的に高かったが、その

後減少を続け、平成 7（1995）年には、第二次産業の比率とほぼ並び、その後逆転してい

る。この傾向は、第一次産業における後継者不足と高齢化の進行により、今後もこのよう

な状況が続くことが見込まれる。また、第二次産業においても、平成 12（2000）年まで安

定した数値を維持していたが、その後減少傾向が続いている。 

一方で、第三次産業の比率は、年々増加を続けている。日本全体の産業構造の変化の影

響等により当地域においても今後も同様の傾向で推移するものと予想される。 
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表１－１（１）人口の推移（国勢調査） 

 

 

 

 

表１－１（２）人口の推移（住民基本台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 人 人 人 人

30,796 -18.1% 28,114 -8.7% 24,960 -11.2% 21,438 -14.1% 19,539 -8.9%

6,782 -45.1% 5,148 -24.1% 3,473 -32.5% 2,406 -30.7% 2,003 -16.7%

20,300 -9.9% 17,362 -14.5% 14,192 -18.3% 11,543 -18.7% 10,049 -12.9%

うち15歳

～29歳(a)
6,012 -23.9% 4,276 -28.9% 3,386 -20.8% 2,462 -27.3% 2,053 -16.6%

3,714 37.5% 5,604 50.9% 7,273 29.8% 7,426 2.1% 7,445 0.3%

19.5% － 15.2% － 13.6% － 11.5% － 10.5% －

12.1% － 19.9% － 29.1% － 34.6% － 38.1% －

不詳22人 不詳63人 不詳42人

7.2%

65歳以上(b)

昭和35年
（1960年）

実数

(ｂ)／総数
高齢者比率

人

22,539

7,903

2,702

21.0%

37,592

12,351

(ａ)／総数
若年者比率

15歳～64歳

総　　数

0歳～14歳

令和2年
（2020年）

平成27年
（2015年）

平成17年
（2005年）区分

平成2年
（1990年）

昭和50年
（1975年）

実数 構成比 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率

27,433 - 26,006 - -5.2 24,382 - -6.2

13,288 48.4 12,553 48.3 -5.5 11,808 48.4 -5.9

14,145 51.6 13,453 51.7 -4.9 12,574 51.6 -6.5

実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率

22,375 - -8.2 20,302 - -9.3 18,322 - -9.8

10,903 48.7 -7.7 9,907 48.8 -9.1 8,969 49 -9.5

11,472 51.3 -8.8 10,395 51.2 -9.4 9,363 51.1 -9.9

54 25.5 - 91 36.7 68.5 102 36.3 12.1

158 74.5 - 157 63.3 -0.6 179 63.7 14

平成12年（2000年）3月31日 平成17年（2005年）3月31日 平成22年（2010年）3月31日

総数

男

女

平成27年（2015年）3月31日 令和2年（2020年）3月31日 令和7年（2025年）3月31日

総数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

男（外国人住民）

女（外国人住民）

区分

区分

参
考

％人人

％

人 ％

人 ％ 人 ％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

人

％

％

人

％

％％ ％％

％％

人 ％

％

％

％

％

％％
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表１－１（３）人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ：国立社会保障・人口問題研究所） 

 

 

 

 

表１－１ （４）産業別人口の動向（国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和60年
(1985年)

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

16,499 16,195 -1.8% 15,797 -2.5% 14,853 -6.0% 13,726 -7.6% 12,125 -11.7% 11,201 -7.6% 10,512 -6.2%

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

5,662 5,081 -10.3% 4,539 -10.7% 3,917 -13.7% 3,538 -9.7% 2,511 -29.0% 2,062 -17.9% 1,901 -7.8%

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

4,384 4,323 -1.4% 4,306 -0.4% 3,944 -8.4% 3,032 -23.1% 2,759 -9.0% 2,554 -7.4% 2,350 -8.0%

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

6,453 6,791 5.2% 6,952 2.4% 6,992 0.6% 7,156 2.3% 6,855 -4.2% 6,585 -3.9% 6,261 -4.9%

昭和60年
(1985年)

平成2年
(1990年)

平成7年
(1995年)

平成12年
(2000年)

平成17年
(2005年)

平成22年
(2010年)

平成27年
(2015年)

令和2年
(2020年)

割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

34.3% 31.4% 28.7% 26.4% 25.8% 20.7% 18.4% 18.1%

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

26.6% 26.7% 27.3% 26.6% 22.1% 22.8% 22.8% 123.6%

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

39.1% 41.9% 44.0% 47.1% 52.1% 56.5% 58.8% 266.4%

第一次産業
就業人口比率

第二次産業
就業人口比率

第三次産業
就業人口比率

平成17年
(2005年)

平成27年
(2015年)

区分

平成22年
(2010年)

平成12年
(2000年)

総数

第一次産業
就業人口

令和2年
(2020年)

総数には、分類不能の産業を含まない

第三次産業
就業人口

第二次産業
就業人口

区分
平成2年
(1990年)

平成7年
(1995年)
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（３）行財政の状況 

行政機構については別図のとおりである。令和 7（2025）年 4 月 1 日現在、職員総数は

233 人で、内訳は本庁等 184 人、出張所・活性化センター3 人、学校 4 人、保育園 39 人、

派遣等で 3 人となっている。 

財政状況については、長引く地域経済の低迷、人口減少の影響等により税収等の自主財

源の確保が困難な状況下において、北陸新幹線飯山駅開業に向けて道路整備、都市施設整

備や市内 4 小学校を統合した新たな小学校の新設等の大型事業に地方債等の活用を図って

きたことから、地方債残高について多い状況が続いている。 

このような状況下においても、財政力指標は行財政改革等の不断の努力を重ねた結果、

概ね安定的に推移してきたところであるが、今後も人口減少が進む中で行財政改革の更な

る推進により、財政運営の健全化・安定化を図っていかなくてはならない。 

特に、急速な生産年齢人口の減少等を考慮した税収の減少、超高齢社会の到来による扶

助費や物価高騰に伴う義務的経費等の増大が見込まれることから、必要な行政サービスを

安定的に確保するために財政基盤の安定化、行政運営の効率化、適正な受益者負担を徹底

する。 

また、飯山市のあらゆる地域資源の可能性を最大限に引き出し活用するとともに、デジ

タル技術の急速な進化やライフスタイルの変化など時代の変化を的確に捉え、訪れたい・

住みたい・暮らし続けたいと思われる「世界に誇れる里山」を目指し、一人ひとりが未来

を考え知恵を出し合いながらまちづくりを進め、地方創生に向けて所要の施策を推進する

必要がある。 
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表１－２（１）市財政状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

平成22年度 平成27年度 令和２年度 令和６年度

（2010年度） （2015年度） （2020年度） （2024年度）

歳入総額　A 14,565,396 19,195,453 20,041,856 18,276,635

一般財源 10,418,743 8,301,255 8,812,551 9,722,346

国庫支出金 1,272,347 1,804,250 3,692,330 2,311,598

都道府県支出金 683,218 691,952 739,414 695,556

地方債 762,600 3,557,300 1,741,000 1,566,400

うち過疎債 156,000 936,416 860,800 1,229,200

その他 1,428,488 4,840,696 5,056,561 3,980,735

歳出総額　B 13,754,896 18,192,906 19,213,651 17,071,694

義務的経費 5,008,033 4,219,740 5,297,357 5,921,522

投資的経費 1,915,577 5,249,861 2,019,380 3,033,059

うち普通建設事業 1,903,154 5,239,805 1,740,510 2,997,829

その他 6,831,286 8,723,305 11,896,914 8,117,113

過疎対策事業費 240,133 2,085,663 1,432,800 3,416,100

歳入歳出差引額　C（A－B) 810,500 1,002,547 828,205 1,204,941

翌年度へ繰越すべき財源　D 125,340 66,131 19,400 252,539

実質収支　C－D 685,160 936,416 808,805 952,402

財政力指数 0.310 0.316 0.36 0.33

公債費負担比率 16.7 9.4 13.1 15.0

実質公債費比率 15.8 11.1 12.0 11.6

起債制限比率 - - - -

経常収支比率 90.2(93.5) 89.5(94.5) 91.9(95.7) 91.6(91.8)

将来負担比率 90.9 55.9 - -

地方債現在高 8,154,909 11,834,921 13,325,751 11,445,803

経常収支比率の（ ）内は分母に減税補てん債、臨時財政対策債を含まない数値

区　　分

昭和55年度末 平成2年度末 平成12年度末 平成22年度末 令和２年度末 令和６年度末

（1980年度末） （1990年度末） （2000年度末） （2010年度末） （2020年度末） （2024年度末）

市町村道

改良率（％） 37.4 53.1 57.5 60.6 62.1 62.2

舗装率（％） 24.7 40.0 47.4 52.3 54.3 55.0

農　　道

延　長（ｍ）

耕地1ha当たり農道延長（ｍ） 190.1 167.9 156.4 232.7 204.9 219.4

林　　道

延　長（ｍ）

林野1ha当たり林道延長（ｍ） 2.0 2.9 2.9 2.9 3.5 3.5

水道普及率（％） 87.2 88.1 97.0 95.7 98.6 98.4

水洗化率（％） 90.4 66.7 87.0 94.2 95.3

7.7 9.0 11.0 12.9 14.5 14.9人口千人当たり病院、
診療所の病床数(床）

区　　分
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

① 基本構想 

  当市における今後の過疎対策は、「飯山市第 6 次総合計画」における基本構想及び基本目

標を共通の柱として位置付ける。 

日本有数の豪雪地である雪国飯山が育んできた豊かな自然、農地、産業、文化等を背景

とし、子どもから高齢者までいずれの年代にとっても住みやすく、安心やゆとりが実感で

きる生活を送り、地域と行政が協働しながら更に発展することを目指し、北陸新幹線飯山

駅を起点とした地域の持続的発展の視点に立った施策展開を図るものとする。 

 

② 基本的方向 
 

飯山郷創 ～世界にひらく 里山の未来～ 

 

  

 

 美しい自然環境を守り、クリエイトするまち 

[新価値創出・企業支援、自然環境・景観・自然エネルギー・利雪・楽雪・土地利用、観光・交流・関

係人口、住宅・移住定住、魅力発信、デジタル化] 

 

 ●地域の地域資源を磨くとともにその魅力を最大限に引き出し、発想の転換による創

出・再生・連携等、新たな時代に挑むことで価値を生み出し、先端産業の創出や多様

なライフスタイルが実現できるまちを目指す。 

●季節の移ろいの豊かさを感じる美しい自然環境を守り、まちの魅力を世界に発信し、

飯山市ファンの増加、移住定住につなげていく。 

●2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの導入等による

エネルギーの地産地消と、省エネ技術の導入に取り組む。 

 

 未来を拓く子どもたちが育つ共育のまち 

[子育て、教育] 

 

 ●「飯山市で子どもを産み育てたい」と思うような、妊娠、出産から子育てまで切れ目 

 のない子育て世代への支援を推進する。 

●確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進め、情報、外国語、科学技術、環 

 境、スポーツ等、新たな時代に対応して未来を拓く力をつける学校教育を推進する。 

●家庭や地域等との連携による子育て支援や、まち全体を学びの場とした「日本に誇れ  

 る子育て環境のまち」を目指す。 

 

 世界に誇れる技術を持ち、産業が活発なまち 

[農林業、商工業、伝統産業] 

 

 ●産業のスマート化を促進するとともに、時代に呼応した農林業・商工業の活性化を図  

 り、世界に誇れる多様で活発な経済活動を生み出すまちを目指す。 
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●飯山市が誇る伝統産業の継承や時代に対応したイノベーションを支援する。 

●多様で柔軟な働き方への支援や飯山市への就労促進を図り、産業の担い手や後継者を 

確保する。 

 一人ひとりが生きがいをもって挑戦できるまち 

[市民協働・ダイバーシティ、生涯学習、文化、スポーツ] 

 

 ●年齢や性別、国籍、人種、障がいの有無、性的指向、性自認等に関わらず、誰もが個 

 性や能力を発揮し活躍できるまちづくりを進める。 

●市民・団体・事業者等がアイディアを出し合いながら協働で進めるまちづくり活動を 

支援する。 

●学習やスポーツ、文化・芸能活動に生涯取り組むことができる環境づくりを進め、生 

きがいづくりや挑戦を応援し、一人ひとりの夢や希望が叶えられるまちを目指す。 

●市内にある有形無形の文化財および文化的景観の保存や活用を図るとともに、その魅 

 力を世界に発信する。 

●急速に進化するデジタル技術等、これからの時代に対応した技術を身に付け、豊かな 

ライフスタイルを実現するため、リカレント教育を推進する。 

 

 安全で安心して暮らしを愉しめるまち 

[公共交通、健康、福祉・介護、医療、防災減災、道路、公園、上下水道、防犯・交通安全、消防・救

急、消費者保護、克雪、集落維持、行財政] 

 

 ●持続可能な都市構造と効率的で効果的な公共交通体系により、生活環境の維持・向上 

 を図る。 

●過去の災害の教訓を活かし、将来のリスクを想定するとともにデジタル技術を活用し 

 た防災・減災対策とインフラ整備を推進し、安全・安心なまちを目指す。 

●市民が健やかに暮らせるよう、医療体制、健康づくりや支え合いによる地域福祉の充 

 実および各福祉サービスの推進を図る。 

●市民が暮らしを愉しみ、いつまでも暮らし続けたいと思えるよう、時代に対応した集 

落のあり方を早急に検討する。 

●市民・団体・事業者と共に歩む行政の推進、健全な財政の維持を図る。 

 

 

③ 各種計画との関連性 

飯山市第 6 次総合計画と本計画との関連性を意識し、人口減少、産業振興、地域振興な

どの施策について整合性を図りながら多面的に展開し、地域の持続的発展を図るものとす

る。更に、飯山市公共施設等総合管理計画との整合にも留意する。 
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（５）地域の持続的発展のための基本目標 

① 人口目標 

令和 2（2020）年の国勢調査人口（性別年齢 5 歳区分人口）をベースに、合計特殊出生

率、純異動率などの自然動態・社会動態に関して、様々な人口対策の事業を取り組むこと

により、令和 9（2027）年度の目標人口を 17,879 人と設定する。 

また、社会減の目標としては、移住定住施策などの人口対策をはじめとした様々な施策

の推進により、令和 8（2026）年社会増に転じることを目標とする。 

 

（表１－３）飯山市の目標人口 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

（データ：飯山市第６次総合計画の資料を活用） 

 

（表１－４）飯山市の社会増減の目標 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データ：飯山市第６次総合計画の資料を活用） 
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（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画については、飯山市第 6 次総合計画と関連づけている。進行管理や進捗状況を検

証し、計画目標の達成状況を把握している。外部からの意見を取り入れ、目標の達成状況

を検証していることから、これらを活用し、本計画の目標達成状況を評価する。また、計

画に変更がある場合は、議会へ変更手続きを行う。 

 

（７）計画期間 

令和 8（2026）年 4 月 1 日から令和 13（2031）年 3 月 31 日までの 5 年間とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

本計画に記載された全ての公共施設等の整備は、飯山市公共施設等総合管理計画と整合

を図り実施する。なお、この基本方針は以下のとおりであり、公共施設等マネジメントの

取り組み目標を掲げている。 

   〈基本方針〉 

・公共施設保有量の適正化 

将来のまちづくりを見据え、地域特性、住民需要、財政事情などを勘案し、必要となる

公共サービスの水準を確保しながら、施設の規模や配置の適正化を図る。 

・コストの縮減と財源確保 

民間活力の導入、省エネルギー対策、未利用財産の処分、受益者負担の適正化などの様々

な取り組みにより、施設の維持管理や運営にかかるコストの縮減と財源の確保を図る。 

・計画的な施設の保全 

予防保全型の計画的な維持管理により、施設の安全性や性能を確保するとともに、更新

や改修にかかる費用を抑制・平準化し、財政負担の軽減を図る。 

 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１）現況と問題点 

① 北陸新幹線飯山駅を起点としたまちづくり 

  平成 27（2015）年 3 月の北陸新幹線飯山駅開業から令和７（2025）年で 10 年が経過し、

首都圏や北陸からのアクセスが向上したことによる観光入込客数の増加や、地域ブランド

の向上等、開業効果は既に多方面に現れている。当市においては、このメリットを活かし、

更なる発展のためにどのような結びつけができるかが大きな課題である。 

令和 6（2024）年の観光入込客数は 206 万人であったが、この効果を更に市域経済へと

波及させることでより多くの観光客を呼び込むことができる。また、新たな観光産業の創

出や既存の観光産業の育成、雇用の機会や場所を提供することにより、若者の流出を抑制

し、市外からの移住・定住につなげていく。 
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  ② 移住定住 

    定住人口の増加に向けた取り組みの柱となるものが住宅施策である。当市では移住者及

び在住者に対し、特に若者の定住につながるように、住宅購入や住宅整備に対する支援を

行ってきた。北陸新幹線飯山駅が開業されたことに伴い、就業と一体となった支援がより

一層求められている。また、子育てや学び、働きによって、市民一人ひとりが安心して生

活を送ることができる環境づくりを進めることが必要である。 

    平成 15（2003）年度より、全国に先駆け移住対策にあたり支援を行ってきた。これらを

通じた移住者は北陸新幹線飯山駅が開業前は、年度平均約 41 人あったが、北陸新幹線飯山

駅の開業後は知名度の向上、移住者用住宅整備などにより年々増加し、平成 27（2015）年

度から令和 6（2024）年度の 10 年間では、年度平均約 104 人と大幅に増え、令和 3（2021）

年度は過去最多の 174 名となった。 

    高齢化社会や過疎化による景気の低下に伴い、空き家が増加しており、管理されていな

いまま放置されていることが問題となっている。空き家の有効活用と移住者の住宅確保、

更に地域集落維持の視点から、空き家バンク等による情報提供が重要であり、平成 19（2007）

年度から空き家バンク制度を進め、令和 6（2024）年度までに空き地も含め 402 件の登録

に対し 290 件の成約があった。空き家バンクへの登録及び成約は増加傾向にあり、令和 6

（2024）年度は 47 件の新規登録、29 件の成約であったが、空き家自体も増加しているた

め、空き家バンク登録の推進によって、売買を躊躇し使えなくなる前に空き家の有効利用

を図っていくことが必要である。 

当市では、令和元（2019）年 11 月にはワーケーション自治体協議会に、令和 3（2021）

年 3 月には全国二地域居住等促進協議会に参加し、テレワークを活用することで、普段の

職場や居住地から離れていても仕事が継続できるように支援している。 

 

③ 住宅 

過疎化に歯止めをかけるには、住みよい住環境整備と良質な住宅造りが必要であるとと

もに、安価な宅地を供給していく必要がある。住宅地の分譲については、アンケ一ト調査

等をもとに開発を進め、飯山市土地開発公社が昭和 43（1968）年以後令和 7（2025）年ま

でに分譲した区画数は 705 になる。北陸新幹線飯山駅開業後、飯山駅周辺で民間での宅地

分譲が行われ、現在完売している。また、住宅建設もみられることから、市内の特に飯山

駅周辺での宅地需要が増加傾向であると推測される。 

市営住宅については、市民の住宅需要に応じて設置し、飯山市公営住宅等長寿命化計画

に基づき老朽化した住宅の建替えをしてきており、令和 7（2025）年 4 月 1 日現在 67 棟

346 戸を管理している。そのうち昭和 56（1981）年 6 月以前に旧耐震基準で整備された住

宅が 9 棟 27 戸あり、引き続き飯山市公営住宅等長寿命化計画に基づき改善を進める必要

がある。 
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移住推進のため、平成 28（2016）年に譲渡を受けた雇用促進住宅 2 棟 80 戸を移住者用

住宅とし現在までに 64 戸改修を行い、この他に新規住宅 2 棟 18 戸の整備を図った。この

うち、3 戸はテレワーク・ワーケーション用住宅として運用している。また、将来にわた

り、当市へ居住するための若者・定住促進住宅を整備し、若者住宅が 27 戸・定住促進住宅

が 12 戸ある。移住者の平均年齢は 30 代で、若者が中心となっている。若者の定住及び移

住の推進を図るため、受け皿となる住宅が必要である。 

更に、一般住宅の耐震化は飯山市耐震改修促進計画に基づき進めてきた。この計画では

令和 7（2025）年度までの目標 90%に対し、令和 7（2025）年 4 月 1 日現在耐震化率は

76.8%となっている。定住を図るとともに市民が安心安全な生活を送るために、引き続き住

宅の耐震化の推進が必要である。また、寒暖差が大きく、豪雪地帯である当市では、脱炭

素社会に向けた住宅への推進も必要である。 

 

④ 地域間交流 

平成 6（1994）年に飯山市グリーンツーリズム推進協議会が発足し、全国に先駆けてグ

リーンツーリズムに取り組み、これを端緒として、観光・教育分野を中心に大都市圏との

交流人口の拡大を図ってきた。更に近年では、北陸新幹線沿線都市をはじめとして、観光

や防災面での相互連携・相互交流を図るための取り組みを進めており、令和 6（2024）年

度は、観光交流イベントに年間 21 回参加してきた。これに加えて、中国深圳市福田区や豪

州バサースト市と連携し、中高生から高齢者まで幅広い世代で市民レベルでの国際交流活

動が活発化していることから、今後も国際交流員の配置を継続させるとともに、様々な分

野での交流促進と国際感覚の醸成を図っていく必要がある。 

また、インターネットの普及に伴い、当市の情報発信力の充実・強化を図ってきており、

国内外向けの観光コンテンツの充実はもちろんのこと移住定住等の分野においても今後も

継続して充実を図っていく必要がある。 

 

  ⑤ 人材育成 

    北陸新幹線飯山駅の開業に伴い、地域の人やモノの流れは大きく変化している。これか

らの当市においても、新産業創出や技術開発へのチャレンジなど起業を支援することによ

り、地域の活性化を推進することが重要である。起業・創業希望者に向けたセミナーを平

成 27（2015）年より開催していて、コロナ禍以降では毎年 10 名程の参加があるなかで数

名が起業するなど、安定的で継続的な事業活動を行う人材を育成するための支援に力を入

れている。今後の課題は、現状ある資源を活用して新たな発想に基づき、地域経済の活性

化や人材の育成を進めることである。 
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（２）その対策 

① 北陸新幹線飯山駅を起点としたまちづくり 

北陸新幹線飯山駅を活用して、交流人口や関係人口を増加させるために県や近隣市町村、

民間事業者と連携をし、広域観光事業の推進に力を入れている。また、飯山駅前市有地へ

の商業施設等の誘致によるにぎわい創出やホテル施設の誘致、まちなか観光推進による寺

町や商店街への誘客・集客を図り、交流人口及び関係人口の増加による経済波及効果を目

指す。 

 

  ② 移住定住 

当市発足以来、人口減少が続いており、活力ある地域づくりには、人口維持・増加対策

が急務である。北陸新幹線飯山駅開業を契機に交流人口の増加や定住人口の増加を目指す

施策として、雇用の場の確保や少子化対策、子育て支援施策の充実とともに、ライフスタ

イルに応じた移住・定住施策を推進している。特に、婚活支援対策、住宅確保対策をはじ

めとした若者のための移住定住対策を進める。また、北陸新幹線飯山駅の近くには、テレ

ワークやワーケーションなどを行うことができるようにおためし住宅を整備し、企業誘致

と併せ支援を図っている 

移住定住の推進に当たり、主に都市住民を対象としたセミナー及び相談会の開催やホー

ムページ・SNS 及び広告等で積極的に地域の情報発信を行うとともに、当市での暮らしや

リモートワークを含む仕事を体験する滞在企画の提供を行う。地域産業振興の原動力とな

る若者の定住・確保に向けては、企業ガイドブック等を活用し、地元企業、製品の PR・情

報提供を行いながら就職活動への支援及び通勤・通学への支援を図る。また、地域の自然、

食材や文化、伝統的工芸品の伝統や技術を活かした起業を支援し、幅広い年代の移住定住

者に対応できる住宅等の環境整備や住宅取得の支援を行う。更には、住宅等の環境整備に

は行政だけでなく民間による整備が必要であり、民間が活躍しやすい環境づくりや支援を

進める。 

 

③ 住宅 

北陸新幹線飯山駅に近く宅地化が有望な農地の一部の宅地開発を行い、飯山駅周辺での

高まる宅地需要に対応するとともに、開発を行わない農地への民間開発を誘導する。U・I・

J ターン者をはじめとする定住人口の受け皿として、移住者用住宅や若者住宅及び定住促

進住宅の整備、そして空き家の活用を含め移住定住施策を展開する。これらの施策は、行

政だけでなく民間活力を活用できるよう、連携及び支援を図っていく。 

市営住宅は飯山市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化や旧耐震基準で建てられた

市営住宅の計画的な建替え、耐震化や長寿命化を図るための改修を進める。 
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冬期間の屋根雪処理については、雪下ろしを必要とする屋根を自然落雪型に改良する費

用や屋根を融雪化した費用及び雪下ろし屋根への命綱固定化金具設置費用に対し、補助す

ることによって雪下ろしに伴う身体的、経済的負担の軽減や危険防止を図る。 

市内住宅の耐震化は、飯山市耐震改修促進計画及び飯山市住宅耐震化緊急促進アクショ

ンプログラムに基づき耐震化を進め、耐震診断及び耐震改修への支援を実施していく。ま

た、脱炭素社会に向けた住宅の取り組みとして、高い省エネ性能等を有する住宅を推進す

るとともに、省エネ家電の普及に支援をしていく。 

老朽化した市営住宅に係る維持管理を進め、長寿命化と移住の推進及び若者の定住を図

るために、本計画では、令和 12（2030）年度までに老朽化した市営住宅の改修を 2 棟 10

戸、また、移住定住促進住宅 4 棟 98 戸と若者・定住促進住宅 39 戸の戸数維持を目標とす

る。 

 

④ 地域間交流 

イベント開催やインターネット、オンラインセミナー、SNS の活用等を通じて、自然、

景観、産業、歴史、伝統文化、暮らし等地域のあらゆる情報や魅力を大都市圏・海外に発

信することで、地域間交流の促進を図る。また、姉妹都市や観光交流都市、災害時応援協

定都市、中国深圳市福田区や豪州バサースト市等国外各都市との市民レベルでの交流を促

し、観光、教育文化、スポーツ等をはじめとした様々な分野の活性化につなげていく。 

国際交流員の配置を継続するとともに国際交流活動を通じて、国際化の更なる進展に対

応できる市民の国際感覚の醸成や市民交流活動支援、外国人をはじめとした来訪者のため

の受入体制と環境整備を図る。 

芸術文化の振興、教育、娯楽、健康等の多面的な活用を通じた市民相互の交流の促進及

びにぎわいの創出の拠点として、平成 27（2015）年度に開館した飯山市文化交流館「なち

ゅら」の利活用を図る。 

近隣市町村や民間企業者等と連携し、本計画では、観光交流イベントに参加する回数を

令和 12（2030）年度までに年間 25 回に増やすことを目標とする。 

 

⑤ 人材育成 

    地域住民や関係人口の参画を促すことでリーダーとなる人材を育成する支援を図る。外

部からのアドバイザー招聘や地域おこし協力隊制度等を活用して、様々な地域資源や時代

のニーズを掘り起こした新しいツーリズムを作り出し、また、学ぶことができる機会等を

提供することにより、起業や地域経済の活性化を図るための支援を実施している。 

    更に、新規に事業を考えている者や新分野への事業展開を考えている者のための起業支

援活動として、飯山市起業支援センターの活用を推進している。起業者及び起業を考えて

いる者同士が交流できる場所の提供や起業を支援することで人材育成を図っている。 
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    また、地域内での多様な働き方を可能とするため、地域住民を対象とした講座の実施等、

デジタルスキル習得支援を行う。 

 

（３）計画 

   事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

1 移住・定住・地域間

交流の促進、人材育成 

（1）移住・定住 住宅耐震対策事業 市  

住宅屋根克雪化事業 市  

移住・定住推進事業 市  

さわやか婚活応援事業 市  

定住支援事業 市  

移住支援事業 市  

結婚新生活支援事業 市  

飯山市企業誘致・移住支援事業 市  

住宅地造成事業（市道改良事業） 市  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

住宅に関し、飯山市公共施設等総合管理計画は、以下の基本方針に基づいている。 

〈公営住宅施設の基本方針〉 

・施設の老朽化状況、入居状況等を勘案して、改修や更新等に関する計画を策定し、計画

的に改修、更新等を実施する。 

・老朽化が著しい住宅については、優先的に更新等の方針を定める。 

 

３ 産業の振興 

（１）現況と問題点 

① 農林業 

当市は水田単作の米所であるが、近年、米価や生産資材の高騰している。また、条件不

利地域での耕作放棄等を機に栽培面積が減少しており、それに替わり花きや野菜等の畑作

農業のウエイトが増している。 

全国有数の良質米生産地域である当市においては、集落営農組織、農地所有適格法人へ

の移行等による経営合理化を地域一体となって進めてきたが、農産物価格の不安定な推移

や農業者の高齢化・後継者不足等により、当市の農業を取り巻く情勢は依然として厳しい。  

令和 6（2024）年度の新規就農者数は 7 人であったが、農業従事者数が減少する中、担

い手をどのように確保し育成するか、受け手のない農地を長期的にどのように利用するか

等が課題である。 
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高齢化及び過疎化が進行する中で、特に中山間地域においては用水路、農業用施設等の

維持管理が難しい状態にある。また、大規模基幹水利施設等の長寿命化も大きな課題とな

っている。 

農家の冬期対策として取り入れられたきのこ栽培は、全国的な大資本・企業参入による

市場価格の低下に加え、電気代や培地資材などの高騰の影響により厳しい状況に直面して

いる。しかしながら、当市の農業生産額においては依然として大きな比重を占めており、

産地間競争に耐え得る品質の向上、新品目の開発等を積極的に進め、農業所得の向上を図

らなければならない状況である。 

森林・林業を取り巻く情勢も、農業同様に厳しい状況にあるが、森林環境譲与税を財源

とした森林整備の推進、また、森林資源を活用し二酸化炭素の吸収など森林の多面的機能

の発揮に向けた期待が大きい。しかし、現実は担い手の高齢化と過疎化が進行し、里山の

保全を図るには厳しく、また、熊や猪等の有害鳥獣対策も大きな課題となっている。 

 

② 商業 

商店街は、市街地においては上町・本町・仲町を中心に、市北部では JR 戸狩野沢温泉駅

周辺において形成されてきた。これまで飯山商工会議所（以下「商工会議所」）や地元商店

街と連携を図り、駐車場やアーケードの整備、歩道の無雪化、回遊性のあるまち並整備等

のハード整備に加え、四季折々の集客力のあるイベント開催や商店街活性化のための活動

支援等による商店街振興策を数多く進めてきたところである。 

一方で、交通手段の変化、消費者ニーズの多様化等の時代の変化によって、静間バイパ

ス沿いの郊外型大型スーパー等市域南部の商業集積地に消費者が集中する傾向が継続して

いる。 

少子高齢化による周辺商圏人口の縮小傾向が続く状況下において、北陸新幹線飯山駅を

利用する観光客等を含めた市街地への誘導、地域に根ざした特色ある商業振興対策を図る

必要がある。また、北陸新幹線飯山駅の開業効果と交通アクセスの利便性を最大限に活か

し、豊富な自然や地域資源などから生み出される観光資源の強化と開発等により、地域経

済の発展に向けて、各商工業団体や市町村等との連携を更に強化させる。 

 

③ 工業 

工業は、一時は産業構造の変化や日本経済の低迷によって国内から国外へとその生産拠

点が流出し、当市における製造品出荷額もピーク時と比較すると 50%程度となっていたが、

現在はピーク時と同等まで回復しつつある。また、当市の工業は、市内の工業団地を中心

とした電子部品・デバイス・電子回路製造業などの製造業がけん引している。 

若者の定住や働く場の確保のため、工業団地の造成、企業立地振興条例の制定等企業誘

致を積極的に進めてきたが、令和元（2019）年度以降の工業団地への企業誘致は 1 件であ
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った。更に、これまでの景気低迷と企業の業種別・規模別格差（二極分化）が進む中、産業

構造の転換を迫られており、企業誘致だけでなく既存企業が引き続き当市で操業していけ

るような環境づくりと地域の特徴・技術を活かした産業振興を図ることが課題となってい

る。 

伝統的工芸品に指定されている飯山仏壇と内山紙は、伝統ある地域の産業であり、当市

を特徴付ける産業でもあるが、後継者の確保と育成をはじめ、他業種との連携、生産段階

での技術革新、高付加価値化や販路拡大に取り組む必要がある。 

また、北陸新幹線飯山駅が開業したことにより、首都圏や北陸地方が時間的に近くなっ

た魅力を最大限生かして、今後の工業・産業振興を図る必要がある。 

 

④ 観光 

冬の観光の主力としてスキー観光があげられるが、国内のスキー場と宿泊施設の増加に

伴う数と質の過当競争、気温の上昇に伴う雪不足やレジャーの多様化による若年層を中心

としたスキー、スノーボード離れ等々により、スキー観光は非常に厳しい状況が続いてい

る。冬期の観光産業の大きな柱であるスキー場への入込客数は、地域経済、雇用に大きな

影響をもたらすものであり、近年では、北陸新幹線飯山駅開業を契機として外国人観光客

や幅広い年代にも対応できる雪を活かした多様な観光資源の開発・充実への展開を推進し

てきたことから、観光入込客数の宿泊者延人数は、令和 4（2022）年度～令和 6（2024）

年度の平均で、55 万人となっている。 

グリーン期については、グリーンツ一リズムの推進、信越自然郷アクティビティセンタ

ーを拠点としたサイクルトレインを始めとしたサイクルツーリズムの推進や、多様なアク

ティビティ・メニューの提供、自然体験教室やセカンドスクールの誘致、寺めぐり・七福

神めぐり、高橋まゆみ人形館等飯山の自然と農業、寺社等の観光資源を活かした誘客を推

進しており、グリーン期における誘客に効果をあげている。 

また、平成 22（2010）年度に設立された一般社団法人信州いいやま観光局と協働で事業

を展開することにより、観光関係人材の充実、観光施設の適切な管理運営、観光情報発信、

旅行商品の開発、提供等を進めており、観光業、宿泊業、経済団体等が一体となった事業

展開が図られている。 

平成 27（2015）年 3 月には北陸新幹新幹線飯山駅が開業し、新幹線時代を迎え、交通の

利便性が飛躍的に改善したことで首都圏、関西方面、北陸方面から多くの集客がある状況

となっている。このため、広域的な取り組みとして、信越 9 市町村広域観光連携を組織、

信州いいやま観光局との連携により、飯山駅を核とした日本型 DMO（“Destination 

Marketing/Management Organization”の略。地域全体の観光マネジメントを一本化する、

着地型観光のプラットフォーム組織）の充実を図っている。また、北陸新幹線沿線の 7 都

市と観光交流協定を締結し、観光交流人口及び関係人口の拡大や経済振興を推進している。 
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（２）その対策 

① 農林業 

当市では、平成 29（2017）年に「飯山市農業振興計画」を策定し、農業生産額と新規就

農者数を目標値として掲げている。また、10 年後の農地利用の姿を明確にし、農地の荒廃

化を防ぎ、効率的で安定した農業経営の基盤を確立することを目的とした計画「地域計画」

についても関係機関と連携し、各種施策に取り組んでいる。 

土地利用型農業においては、経営合理化と規模拡大による生産性向上と食の安全性等を

追求した付加価値の高い農業を目指す必要性がある。認定農業者や地域の担い手への農地

の集約を更に進めるとともに、経営の合理化につながる集落営農等の経営体の育成・法人

化に努めるものとし、担い手確保の対策については、国の新規就農支援事業と市単独の支

援事業を活用し、その確保と人材育成を推進する。 

稲作が土地利用型の中心となる飯山市の農業は、現在、コメ不足を背景した記録的な米

価の高騰という変動期を迎えている。しかし同時に、生産資材の高騰や高温・水不足とい

った気候変動リスクの深刻化という複合的な難題に直面している。このような厳しい状況

下においても、日本有数の良質米の産地として、行政・JA・生産者が一体となって更なる

食味と品質の向上を図るとともに、高温耐性品種の導入を進めるなどの対策を進める。 

併せて米以外の農産物についても、新たな振興作物の研究や加工・販売ルートの開拓と

いった 6 次産業化の展開も推進する。 

日本有数の豪雪地帯である当市の農業にとって雪はマイナス面が強調されてきたが、自

然エネルギーとして雪を利用した種苗や野菜、蕎麦等の貯蔵の研究、商品化等今後も利雪

農業を推進していく。 

ブランド豚である北信州みゆきポークは、生産体制維持、施設の維持・更新、後継者確

保等の対策について生産者・行政・JA・関係者が一体となって研究・協議を進め、競争力

の高い畜産業の新たな事業展開を目指す。 

きのこ栽培については、種菌センターの高度利用と低コスト栽培、作業合理化、規格徹

底、品質向上、GAP（農業生産工程管理）手法の導入等による安定的な経営基盤の確立、

市場での有利販売等により他産地との差別化に努める。 

また、豊かな自然環境を活かしたグリーンツーリズムの展開による都市住民との交流を

深め、農業生産物の多様な流通と販売促進を図るとともに、当市農畜産物のブランド化・

高付加価値化による農業所得の向上に努める。 

国営飯山農地開発事業で造成した農地は、整備後 30 年を経過する中で農業施設の補修

箇所が年々増加してきているため、長寿命化対策を計画的に実施していく必要がある。 

更に、市内各所の用排水路、農道等の整備については、中山間地域等直接支払・多面的

機能支払交付金の活用と活動組織の連携・拡大を推進し、農業従事者の減少・高齢化に対

応した農村集落の維持を図っているが、担い手の減少や土地持ち非農家の増加が著しく、

更なる支援策が必要である。これに加えて、大規模基幹水利施設等のは平成 28（2016）年
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度に策定した「農業水利施設インフラ長寿命化計画」に基づき、土地改良区・各地区水利

組合等と連携し、国・県事業の活用等により計画的な改修及び更新を進める。 

森林関係については、その公益的機能を高めるとともに、保健休養的、観光的利用対策

を推進し、山菜や野草、薬草、きのこ類の「自然の恵み」の有効活用も進める。高齢化・過

疎化の中での里山保全は大変厳しい状況にあり、各集落による里山保全共同活動を推進す

るとともに、電気柵の設置支援や狩猟技術向上等の有害鳥獣対策を進めている。また、国

土保全や低炭素化社会の実現等森林環境対策に期待される追い風を受け止め、国・県の事

業の活用、森林組合との連携により森林資源の有効活用を進め、持続的な林業振興事業の

取り組みを進める。 

農業振興を図り、農村集落機能の維持を図るため、本計画では、新規就農者数を令和 12

（2030）年度までに期間累計で 25 人を目標とする。更に、中小・家族経営も含めた多様な

担い手の支援策も含め、農家所得向上に向けた施策の展開が必要である。 

 

② 商業 

消費者を市街地へと誘導するため及び観光客の受け皿充実のために、北陸新幹線飯山駅

周辺の商業用地としての魅力向上を図る。また、歴史あるまち並や寺院、雁木等の観光資

源を活かしながら、商工会議所や地元商店街等との連携・協力体制を強化し、イベント開

催支援等集客に向けた知恵を活かした魅力ある商店街づくりを進める。 

商店街において閉店・廃業する店舗や事業者が増える中、人材育成や DX 活用による後

継者確保を図るとともに、地域資源や空き店舗・空き家の利活用等による起業を支援する。

また、農業、商業、工業等各産業分野の連携による産業おこし、事業者の育成、活動支援

等を行う。 

加えて、北陸新幹線飯山駅前から四季を通じて快適な歩行空間を確保するために街路灯

整備といった商店街の環境整備を図り、市街地への顧客吸引力を高めるための施策を推進

する。 

 

③ 工業 

市民がやりがいを持って働ける魅力ある就業の場を確保するため、時代や企業のニーズ

に合った企業誘致の仕組み・制度づくりを進める。 

従来、工業用地については、売却のみとしてきたものを賃貸借にも枠を広げ、企業がよ

り進出しやすい環境を整えるとともに、これまでの景気低迷により立地企業の撤退等市外

への流出も懸念されることから、既存企業が引き続き当市で操業していけるような環境づ

くりを行う。特に戸狩工業団地は、平成 6（1994）年度に造成が完了し、その後約 30 年間、

進出企業がないことから、その活用について地域住民の声を聞きながら再設計を検討して

いく。また、当市の地域資源を活用した産・学・官による研究開発を行う場の創出にも取
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り組むとともに、ICT 関連の企業・人材の誘致を進め、新産業の創出と創業支援を行い、

併せて、冬期間の操業条件整備等を進め、冬期の遠距離通勤者援助対策等のために、企業

従業員用住宅の充実・活用を含め雇用条件改善に向けた支援を行う。 

令和 3（2021）年 2 月に当市と株式会社マウスコンピューターは包括連携協定を締結し、

ICT 教育の振興や地域文化振興のための IT 活用及びまちづくり・地域活性化等について、

相互に連携し取り組んでいくことで、市民サービスの向上及び地域の活性化を推進するこ

ととしている。 

伝統的工芸品である飯山仏壇、内山紙等の地域の産業については、後継者確保や人材育

成の対策を充実させるとともに、異業種交流や新たな技術開発、伝統技術を活かした製品

開発を進め、経営体質の強化に努める。また、各種イベント等を活用し販路の拡大と販売

の促進を図る。 

地域産業振興の原動力となる若者の定住・確保に向けては、地元企業、製品等の PR・情

報提供を行いながら就職活動への支援を図る。また、地域の自然、食材や文化、伝統的工

芸品の伝統や技術を活かした起業を支援する。 

     

④ 観光 

北陸新幹線飯山駅を拠点に、当市の魅力や価値を堪能し、来訪者が満足できる観光地づ

くりを目指すとともに新幹線時代に対応できる観光人材の育成を進める必要がある。 

具体的には、当市の自然、歴史、文化等の特色を活かした観光地、まち並、観光施設等

整備とブラッシュ・アップ、四季を通じて楽しめるアクティビティ環境の充実等を図る。

また、インバウンド対策、姉妹都市、友好都市や観光交流都市との連携、自然環境と立地

を活かしたスポーツ・ツーリズム、アドベンチャー・ツーリズム等の推進、各種イベント

の開催を通じて北陸新幹線飯山駅を活かしながら誘客の促進と交流人口や関係人口の拡大

の取り組みを進める。 

道の駅「花の駅 千曲川」では、農業・食・アウトドア等の拠点として、かわまちづくり

事業など水辺空間の活用と景観形成を一体的に推進し、交流人口や関係人口の増加を目指

す。 

更には、地域資源を活用した食や土産品の充実を図るために民間事業所、地域団体等の

活動を支援するとともに、国内外への積極的な観光情報の発信や飯山駅を起点とした周辺

観光地への二次交通機能、観光案内体制の強化等を経済団体、民間事業所、関係機関等と

連携して進める。 

広域的な観光振興については、信越 9 市町村広域観光連携会議が基軸となり、北陸新幹

線飯山駅をハブ駅とした信越自然郷エリア内の広域観光案内や広域観光商品の充実等によ

り、交流人口の増加を目指す。 
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交流人口や関係人口を増加させるために、近隣市町村と連携して事業を展開しているこ

とから、本計画では、観光入込客数を令和 12（2030）年度までに年間 230 万人を目標とす

る。 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

(施設名) 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

2 産業の振興 

 

（5）企業誘致 起業支援ネットワーク推進事業 市  

（9）観光又はレクリエ

ーション 

 

まち並整備事業 市  

都市公園等施設整備事業 市  

観光施設整備事業 市  

かわまちづくり事業 市 
 

自転車活用推進事業 市  

（10）過疎地域持続的発

展特別事業 
協働のもりづくり事業 

 里山から離れつつある地域住

民の森林への意識の高まりを目

指し、多くの機能を有する森林の

整備と保全を推進するため、市民

が協働で森林整備を進める活動

に交付金を交付する。 

市 

 

 

（４）産業振興促進事項 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産 業 振 興 促 進 区 域 業 種 計 画 期 間 備 考 

ア 北陸新幹線飯山駅周辺地区お

よび市長が告知で定める区域 

小売業、飲食業、宿泊業、そ

の他市長が認める施設 

令和 8 年 4 月 1 日～ 

令和 13 年 3 月 31 日 
 

イ 市内の工業専用地域、工業

地域、準工業地域、農工地区、

工場適地及び企業立地促進法

に基づく基本計画における「重

点的に企業立地を図る区域」 

製造業、運輸業、卸売業、野

菜の養液栽培、菌茸類栽培、

花き栽培、農産物選果、情報

通信業及び学術・開発研究機

関に目的とする施設 

令和 8 年 4 月 1 日～ 

令和 13 年 3 月 31 日 
 

ウ 市内の地方活力向上地域 
地域再生法第 5 条第 4 項第 4

号に規定する特定業務施設 

令和 8 年 4 月 1 日～ 

令和 13 年 3 月 31 日 
 

エ 市内全域 旅館業、小売業、飲食業 
令和 8 年 4 月 1 日～ 

令和 13 年 3 月 31 日 
 

オ 市内全域 
製造業、旅館業、農林水産物

等販売業、情報サービス業等 

令和 8 年 4 月 1 日～ 

令和 9 年 3 月 31 日 
 

 

  （ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業内容 

① 現状と課題 
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ア 飯山市北陸新幹線飯山駅周辺地区における商業施設等の立地の促進に関する条例※1 に

基づき、商業施設等が産業振興促進区域内に立地した際に、固定資産税を一定期間免除する

ことで企業誘致を推進している。北陸新幹線飯山駅の開業に伴い、駅前の市有地については、

民間事業者による商業施設等の設置に向けて誘致活動を進めている。駅前を含む駅周辺の土

地は当初 6 か所（8 筆）であったが、飲食店等の誘致が進み、現状での未誘致土地は 3 か所

（4 筆）で 3,857 平方メートルである。北陸新幹線飯山駅が開業して 10 年が経過し、一番面

積の広い土地（1 筆 2,677 平方メートル）への宿泊施設誘致が課題となっている。 

 

 イ 飯山市企業立地振興条例に基づき、企業の育成と企業立地の推進を図るために必要な財

政措置を行い、産業の振興及び雇用機会の拡大を図っている。一律に市内全体を課税免除の

対象地域とするのではなく、都市計画法で定められている準工業地域等のほか、「農村地域へ

の産業の導入の促進に関する法律」に定められた区域及び施設や「地域経済牽引事業の促進

による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」における課税の特例を受ける施設など幅広

い地域や業種を設定している。また、先に述べたように、同地域に立地している株式会社マ

ウスコンピューターと包括連携協定を結び、市民サービスの向上及び地域の活性化を推進す

るために連携を図っている。 

 

ウ 飯山市本社機能の移転等促進に関する条例※3 に基づき、当市の地方活力向上地域へ本社

の移転等を行った場合には、新たに固定資産税を課すことになった年度以降の 3 年間、課す

べき課税免除又は不均一課税を行い、必要な助成措置を講ずることにより、産業の活性化及

び雇用機会の拡大を図っている。また、商工会議所等とも連携している。 

 

  エ 飯山市宿泊施設活用促進条例に基づき、当市における宿泊施設の物件取得の促進を図る

ため必要な支援を行い、観光業の振興と雇用機会拡大により、経済発展に寄与することを目

的としている。広域観光誘客等の推進による圏域内外の人口の流れの創出を図るために、信

州いいやま観光局との業務連携や北信地域定住自立圏内の市町村と連携している。 

 

オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（以下「過疎法」）が令和 3（2021）年

4 月より施行されたことにより、当市では飯山市過疎地域における固定資産税の課税免除に

関する条例※5 に基づき、振興すべき業種に対する税負担の軽減を通じ、企業参入や事業拡大

を後押しすることで、雇用創出や産業活性化を図っている。今後、人口減少や少子高齢化が

進む中、地域に根ざした持続可能な発展のため、さらなる地域資源の活用や対象業種の拡充

をなど、より一層の支援が求められている。 
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② 課題解決策 

ア 北陸新幹線飯山駅周辺地区への商業施設等の立地に対し、条例に基づき固定資産税の減

免等の優遇措置がある。これを受けるためには、あらかじめ対象事業者としての認定を受け

る必要がある。措置の内容は、以下のとおりで、固定資産税や都市計画税の免除を行ってい

る。 

固定資産税の課税減免・免除 

 市有地の賃貸料 内  容 

市有地のみ活用する場合 貸付契約の日から 10 年間無償 

新たに固定資産税等が課され

ることになった年度から 10 年

間課税免除。 

市有地及び民有地を一体的

に活用する場合 
貸付契約の日から 10 年間無償 

新たに固定資産税等が課され

ることになった年度から5年間

課税免除。 

民有地のみを活用する場合  

新たに固定資産税等が課され

ることになった年度から 5年間

課税免除。 

 

イ 該当地域等において、工場等を新設、移設、増設をするために要した土地や家屋及び償

却資産について、下記に該当する場合には、課税免除及び不均一課税となる。対象となる業

種を幅広く定めており、産業振興の促進を図っている。課税免除等処置の内容は、以下のと

おりである。 

固定資産税の課税減免・免除 

区 分 指定要件 内 容 

新設・移設 

投下固定資産総額（土地、家屋及び償却資産の取得価額の

合計額をいう。以下同じ。）が 2,000 万円以上又は常時雇

用する従業員数５人以上 

初年度・翌年度は

課税免除。 

翌々年度は税額の

20%課税とする。 
増 設 

投下固定資産総額が 1,000 万円以上、かつ、その増設し

た年中に新たに常時雇用する従業員が１人以上 

 

  ウ 特別償却設備を新設もしくは増設した場合に、これに該当し特別償却設備に当たる建物

等や土地に関して、課税する固定資産税を初年度は免除し、翌年度及び翌々年度については、

税率を 100 分の 0.07 として、産業の活性化を推進している。 

 

エ 固定資産税及び都市計画税について、新たに固定資産税等が課されることになった年度

から 5 年間免除することができるが、この固定資産税等の免除については、当該対象固定資

産に対して、1 回限りとしている。 

 

オ 飯山市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例を制定し、市内において条

例で規定する対象業種が、事業用に取得した土地、建物、償却資産の合計額が 500 万円を超

える場合、対象固定資産に対し 3 年間固定資産税を免除することができる。なお、法人につ
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いては以下のとおりである。 

対象業種 
資本金規模 

5,000 万円以下 5,000 万円超 1 億円以下 1 億円超 

製造業 

旅館業 

取得価格の合計 

500 万円以上    

取得価格の合計 

1,000 万円以上（新増設

に係る取得費に限る） 

取得価格の合計 

2,000 万円以上（新増設

に係る取得費に限る） 

農林水産物等販売業 

情報サービス業等 

取得価格の合計 

500 万円以上 

取得価格の合計 

500 万円以上（新増設に係る取得費に限る） 

 

当市では、産業振興促進事項として、過疎法に基づき固定資産税の免除を行うほか、独自

に条例を定め、固定資産税等の免除を行っている。また、過疎法に基づくものよりも課税免

除の期間を長くすることや対象業種を増加させることで、より一層、産業振興を促進してい

る。 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

産業施設及びレクリエーション施設や観光施設に関し、飯山市公共施設等総合管理計画

では、以下の基本方針に基づいている。 

〈産業施設の基本方針〉 

・施設の老朽化状況、利用状況を勘案して、改修、更新、廃止など、今後の施設のあり方を

検討する。 

・運営の効率化を図るために、適宜、民間活力の導入などを検討する。 

   〈レクリエーション施設・観光施設の基本方針〉 

・施設の老朽化状況、利用状況、経営状況等を勘案して、施設の長寿命化や改修、更新、 

廃止、民間への譲渡・売却など、今後の施設のあり方を検討する。 

   ・民間活力を活用しながら、効率的かつ効果的な運営に努める。 

 

４ 地域における情報化 

（１）現況と問題点 

電話や携帯電話通信エリアについては、十分に行き渡ったものとなっている。ICT が充

実し、地域の方々の暮らしが変化していく中で、利便性や快適性の向上及び産業の活性化

など様々な場面での活用が図られている。また、行政・防災情報を的確かつ迅速に発信し、

市民の安全・安心な暮らしを確保するために、令和 2（2020）年度にデジタル防災無線の

整備・更新が完了した。 

 

（２）その対策 

これまでは、デジタル防災行政無線の整備というハード整備を行ってきたが、近年では、

災害の発生が多くなっていることから、減災や防災のための「集落防災マップの作成」な
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ど住民の方々と協力し作成する自助や共助といったソフト対策に力を入れる必要がある。 

災害時における通信規制及び電話回線の損傷、大規模停電等に備え情報伝達体制の構築、

災害時のリアルタイム情報の確保を進める必要があることから、平時から通信事業者との

連携強化に努め、情報共有や手順の確認等を行うとともに、必要な訓練を実施するなどし

て、連携強化に努めることが重要である。 

また、北陸新幹線飯山駅開業の効果を最大限に活かすために、情報基盤の充実を図る。

インターネットの普及に伴い、情報発信力の充実と強化を推進しているが、今後は、国内

外向けの観光コンテンツの充実はもちろんのこと、移住定住などの分野においても継続し

て取り組んでいき、Wi-Fi の整備にも力を入れることが重要である。これに加えて、CATV

設備の更新について検討を行い、業務に著しい支障を及ばさないようにするとともに、適

切な品質のサービスを提供する。 

住民生活の利便性の向上を図り、ホームページや SNS などを活用した情報の発信、国内

外から来訪者の向上のために、株式会社テレビ飯山等との連携を図りながら対策を講じる。 

更には、老朽化する伝送路の光化や設備の更新に多額の費用を要することが試算されて

いるため、ケーブルテレビ事業の民間への事業承継も検討する。 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

(施設名) 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

3 地域における情報化 （1）電気通信施設等情報化

のための施設 

その他の情報化のための施

設 

CATV 整備事業 市 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

情報センター施設を有しており、ここで市の情報発信等を行っている。これについて、

飯山市公共施設等総合管理計画では、以下の基本方針を定めている。 

〈基本方針〉 

・計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管理に努める。 

      ・今後も保有し続ける施設については、必要に応じて、耐震補強や改修等を実施する。 

 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

① 国・県道 

市内には、国道 3 路線（117 号、292 号及び 403 号）、主要地方道 4 路線、一般県道 11

路線がある。 

国道 117 号は、長野市と新潟県小千谷市を結ぶ幹線道路で、千曲川及び JR 飯山線と並

行して当市を縦断し、災害時の緊急輸送路としても位置付けられており、広域的な交流・
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物流を担う重要な道路である。替佐～静間バイパスが整備されたことにより、利便性が向

上し事業効果が発現しているが、更なる道路環境の充実には、静間バイパスにおける歩行

者の安全確保のための歩道整備や、大型量販店利用者による渋滞解消のための中央部への

右折車両専用レーン設置が望まれる。 

国道 292 号は、群馬県長野原町を起点とし、志賀高原、中野市、飯山市富倉地区を経て、

新潟県上越市に至る道路で、災害時の緊急輸送道路にも指定されている。市内の改良率は、

92.2%であるが、橋桁が千曲川の計画高水位以下にあり老朽化が進む古牧橋の早期架け替

えや、幅員が狭小である大川隧道の新設、部分的な線形改良が望まれる。 

国道 403 号は、新潟県新潟市を起点とし、上越市、飯山市岡山地区、中央橋から木島平

村、北志賀高原を経て、松本市に至る道路である。幅員狭小で交通のネックとなっていた

中央橋の架替えが完了し、令和 2（2020）年度にはその先の下木島工区が事業化となり、

早期の整備効果を発現させるため事業促進が必要である。 

いずれの国道とも、当市の骨格をなす道路であり、観光をはじめとする地域の経済活動

や地域の生活に欠かせない重要な道路である。 

主要地方道及び一般県道の延長は、約 85km、改良率は 78.9%である。いずれの路線も

主要な道路であるが、狭隘部分、交差点改良、歩道整備等が必要な箇所が存在する。 

なお、当市は日本でも有数の豪雪地帯（特別豪雪地帯指定）である。雪対策は冬期の市

民生活にとって最重要課題であり、歩道を含めた除雪の実施、堆雪帯・消雪施設（散水・

無散水）の整備は不可欠である。また、近年は既存の消雪施設の更新が課題となっている。 

 

② 市道 

市道は令和 6（2024）年度末で 1,622 路線、764.2km に及ぶ。1 級市道は国・県道を補

完し、国県道の代替機能を持った幹線市道で 35 路線ある。2 級市道は幹線市道を補完し集

落間を結ぶ補助幹線市道であり 42 路線ある。その他市道は 1,545 路線あり、地域住民の生

活に欠かすことができない市道である。 

1・2 級市道の改良率は 91%を超えており、新たに整備を要する予定箇所も少ない状況と

なっている。また、その他市道の改良率は 56.5%となっており、今後は新たな小学校づく

りに併せた道路網の整備や集落内の生活道路の新設も含めた未整備箇所を重点的に進めて

いく必要がある。 

現在、市が発注する工事の他に、住民と行政の協働による「協働のみちづくり」事業を

進めている。この事業は、対象箇所は市道に限定しており、市で材料などを支給するほか

技術援助を行い、地域住民の方々が市道改良工事を行うものである。農道、林道、農業用

排水路等の改修については、「協働のむらづくり」事業で整備が行われている。道路の改修

や改良により利便性の向上や除雪作業の効率化、側溝等の維持管理の軽減を図ることを目

的としており、地元施工による市道のコンクリート舗装、幅員が狭い区間の拡幅改良及び
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舗装、土留め工の設置、道路側溝等の改修を行い、地域住民の利便性を図っている。 

当市は、先に述べたとおり特別豪雪地帯であり、市道は 10 cm 以上の積雪で除雪の出動

をしており、除雪延長は 344.23km、市道全体の 44.5%となっている。また、散水消雪、無

散水融雪道路は市街地を中心に約 26km 設置されている。現在、機械除雪を主として道路

除雪を行っているが、雪の突き出し場、堆雪場の確保が難しくなっている。 

また、除雪路線及び延長の増加、交通量の増大と車両の大型化による路面損傷や消雪施

設、橋りょうなど道路施設の老朽化対策として、効率的補修による長寿命化工事等計画的

な維持補修の事業を着実に進めていく必要がある。 

 

③ くらしと交通安全 

道路は最も身近な社会資本であり、人やモノの移動を活発化させ、社会経済の活力を支

えるとともに、そこで生活する人々が快適で暮らしやすい道路空間を創出することが必要

である。特に、子どもや高齢者等の交通弱者を交通事故から守り、安心・安全を確保しな

ければならない。 

特別豪雪地帯である当市は、冬期間の除雪が課題であり、子どもの通学及び社会人の通

勤、高齢者の移動、雪道に不慣れな観光客等のため、機械除雪が可能な歩道の設置、歩道

の消融雪化等が必要である。近年は歩道除雪の要望も多く、歩行者の安全確保の観点から

も重要な課題となっている。また、歩行者の安全のため丁寧な除雪が必要であり、10t 以上

もある除雪車の除雪作業により、除雪のない道路に比して路面の傷みが著しく進行してい

る。 

近年では、高齢者の移動手段として「電動車椅子」も普及しており、傷んだ路面での通

行は危険な状態となっている。また、歩行者だけでなく傷んだ路面は、自動車や自転車を

運転する者にとっても安全上危険であり、道路舗装面の整備が課題となっている。併せて、

小中学生の通学路の歩行空間の整備、街灯新設等の要望も多く寄せられている。 

 

④ 公共交通 

鉄道では、北陸新幹線の停車駅である飯山駅があり、在来線である JR 飯山線と乗り換

えが可能である。 

鉄道以外のバス等については、民間のバスが運行している路線が 5 路線（うち 3 路線は

廃止代替路線）あるほか、飯山駅と斑尾高原を結ぶコミュニティバス斑尾線、交通の妨げ

になる場所以外であれば、どこでも乗降が可能な菜の花バス市街地循環線がある。このほ

かにも、市街地と村部をつなぐ乗り合いタクシーが 8 路線あり、地域住民や特に自分で車

を運転できない交通弱者にとって、必要な公共交通となっている。 

利用者数については、コミュニティバス斑尾線など、北陸新幹線飯山駅開業後に利用者

数が上昇したところもあるが、全体としては横ばい又は低下傾向が続いている。 



30 

 

当市では、路線によって、経費の一部を補填していることから、ますます負担拡大が予

想されるが、交通弱者にとって、必要な公共交通を確実に確保し、当市を訪れる観光客の

二次交通としての機能も併せて向上していく必要がある。地域公共交通を担うバス・タク

シーのドライバー不足が深刻な状況であるため、ドライバーの確保と併せて、将来的に持

続可能な公共交通体系を検討していく必要がある。 

 

（２）その対策 

① 国・県道 

国・県道は、日本屈指の観光地である志賀高原、野沢温泉、斑尾高原等と信州の北の玄

関口である北陸新幹線飯山駅や上信越自動車道豊田飯山インターチェンジを結ぶ道路であ

るため、道路管理者である長野県に対して、引き続きの改良等の要望を行っていく。 

具体的には、国道 117 号は静間バイパスを都市計画道路として位置付け、歩道整備、中

央部への右折車両専用レーン設置を、国道 292 号では濁池地籍、関屋地籍の線形改良、令

和 3（2021）年度に調査に着手した大川隧道の早期完了及び古牧橋架け替え促進を、国道

403 号は木島地区の改良促進の要望を行う。 

県道では、（主）上越飯山線歩道改良（小沼～戸狩新田）と県境付近の道路改良、（主）飯

山斑尾新井線楯地籍の線形改良、（一）斑尾大川線の線形改良、（一）曽根藤ノ木線の歩道

整備及び拡幅改良、（一）箕作飯山線の狭窄部分の拡幅整備等を要望する。また、散水消雪、

無散水融雪、防雪施設、歩道除雪等の雪対策を併せて要望していく。 

 

② 市道 

1、2 級の主要市道は、国県道間の補助幹線道路及び地区間の交通を確保するため法令に

定められた構造の道路とし、計画的に事業を進める。また、代行小菅～前坂道路整備事業

による市道 4-116 号の整備推進を引き続き県へ要望する。 

その他市道は字町、集落内の生活道路及び山間地域の道路であるため、消防、救急活動、

冬期間の除雪が容易に出来るよう重点的に整備を進める。 

除雪事業では、委託もあわせ 84 台の除雪機械で作業をしており、市ではそのうち 30 台

所有している。除雪機械は、毎年 1 台程度を更新しており、引き続き計画的な増強、更新

を行う。また、市道除雪業務に携わる人材の確保、育成に係る取り組みへの支援を行う。

機械除雪では雪の突き出し場、堆雪場の確保が欠かせないため、住宅密集地等での計画的

な土地確保を行う。 

市街地及び主要市道を中心に散水消雪、無散水融雪が設置されているが、消雪施設は昭

和 40 年代の施設もあり、井戸の老朽化、管の閉塞等が多く計画的な更新事業を行う。 

    本計画では、令和 12（2030）年度までに計画的な道路改良、舗装修繕、橋りょうの点

検・修繕を行うとともに、協働のみちづくり事業を推進する。 
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③ くらしと交通安全 

市街地では、小・中学校の通学路、公共施設、高齢者等福祉施設、観光計画での回遊路

線等を中心とした歩行者ネットワークを中心に消融雪施設を含む歩行空間の整備及び補修

を行う。 

郊外地区では、小・中学校の通学路を中心に冬期間における歩行者の安全確保を図るた

め、歩道の整備・除雪・補修を行う。 

路面の整備では、子どもからお年寄りまで安心して暮らすことができるように、保育園、

小・中学校、福祉施設、高齢者施設などの周辺路線や観光ネットワーク路線を中心に、歩

車道の舗装の補修を行う。また既存校の通学路で必要となる安全対策や、令和 12（2030）

年頃を目途に小学校の再編による通学路となる周辺道路網の検討や新たな整備を行う。 

 

④ 公共交通 

    地域住民や特に交通弱者にとっての必要な公共交通としての役割を果たしていくために、 

令和 4（2022）年度に策定した「飯山市地域公共交通計画」の内容に沿って、既存路線の

利用促進を図っていく。また、令和７（2025）年度に乗り合いタクシーの新たな移送方法

として実施した「いいやま相乗りタクシー実証実験」の結果を踏まえて、将来的な公共交

通のあり方を検討する。 

観光利用については、北陸新幹線との相乗効果を最大限に生かすため、飯山駅を信越 9

市町村の観光圏「信越自然郷」の交通結節点として、機能の充実を図る。特に、ドライバ

ー不足が深刻化する中でも、冬期のインバウンド需要に対応できるよう、令和 7（2025）

年度に実証実験を行った、ライドシェアの本格導入を目指す。 

また、広域観光連携による事業展開も視野に入れた二次交通網の充実を進めるため、飯

山駅と信越自然郷を結ぶ広域バスや直通バスの運行に対する経費の一部を負担している。 

    北陸新幹線と飯山駅で連絡する JR 飯山線について、沿線各自治体、関係団体等との連

携による地域資源を生かした魅力ある旅行商品の造成や利用促進活動を進めるほか、飯山

線観光列車「おいこっと」の運行増発や北陸新幹線との接続を考慮したダイヤ編成等の要

望活動を継続する。このほかにも、飯山駅の駐車場及び駐輪場について、引き続き利用の

促進を図る。 

令和 9（2027）年度を目標に、現行の公共交通を見直し、より地域にとって望ましい公

共交通の姿を明らかにするため「飯山市地域公共交通計画」の改訂を行う。 

 

（３）計画 

   事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

4 交通施設の整備、交 （1）市町村道 市道舗装修繕事業 市  
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通手段の確保 道路 

  

 

 

 

 

 

 

 

橋りょう 

交付金道路新設・改良事業 市  

市道改良事業 市  

新統合小学校周辺道路環境整備

事業 
市  

除雪対策事業 市  

橋りょう整備事業 市  

（6）自動車等 公共交通運行事業 市  

（8）道路整備機械等 除雪機械整備事業 市  

（9）過疎地域持続的発

展特別事業 
市道舗装修繕事業 

 経年により舗装が全面的に損

傷し、安定した通行に支障が生

じている箇所の舗装修繕を実施

し、安定通行の確保を図る。 

市 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

いくつかあるインフラ資産のうち道路や橋りょうについて、飯山市公共施設等総合管理

計画では、以下の基本方針に基づいている。 

〈道路施設〉 

・パトロールを実施するなど、予防的な維持等に努める。 

・農道及び林道等も対象とし、種別ごとに計画を策定し、計画的に修繕、更新等を進める。 

・安全で円滑な交通の確保と、維持管理費用の抑制・平準化に努める。 

・「舗装長寿命化修繕計画」の推進により舗装の長寿命化に努める。 

〈橋りょう施設〉 

・パトロールを実施するなど、予防的な維持等に努める。 

・法定点検及び診断の結果を踏まえて、年次計画を策定、更新し、計画的に修繕、更新等

を進める。 

・安全で円滑な交通の確保と、維持管理費用の抑制・平準化に努める。 

・「橋梁長寿命化修繕計画」の推進により修繕費用等の縮減・平準化及び長寿命化に努める。 

 

６ 生活環境の整備  

（１）現況と問題点 

① 上水道事業・簡易水道事業 

上水道と簡易水道等を併せた普及率は 98.4%（令和 7（2025）年 3 月 31 日現在）であ

り、給水人口（令和 7（2025）年 3 月 31 日現在）については漸次減少傾向で上水道 17,919

人、簡易水道 213 人、計 18,132 人となっている。 

近年の人口減少や節水意識の普及等を要因とした年間有収水量の減少に伴い、給水収益

についても減少してきている。 

水道施設の現況としては、平成 26（2014）年 4 月に旭北部簡易水道を上水道に編入し、

平成 29（2017）年 4 月より行政区域内に存在する上水道事業以外の 12 か所の簡易水道事
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業及び 5 か所の飲料水供給施設を上水道に統合し、効率的な事業運営に取り組んでいる。

このような状況下において、水道施設の適正な維持管理、修繕及び老朽管更新を継続しな

がら、飯山市第 6 次総合計画（前期基本計画）に 10 年後の姿として掲げられた「安定した

上下水道の経営の下、快適な暮らしと生活環境を維持」の確実な実現に向けて事業執行に

努めているところである。 

しかしながら、経営状況の指標の一つとなる有収率の現状を見ると上水道 58.2%、簡易

水道等 73.3%（令和 6（2024）年度決算値）であり、ここ数年の傾向を見ても改善されて

いるとは言い難い状況がある。このため、有収率を 70%台に向上させていくことを目標と

し、老朽管の計画的な更新や施設状況の注視はもとより、令和 7（2025）年度には人工衛

星による漏水調査を実施する等、一層効果的な漏水調査や的確な対策工事を継続していく。 

斑尾高原簡易水道は妙高市（旧新潟県妙高村）との協定により飯山市主体で運営してき

たが、供用開始から 50 年以上経過し、老朽化した水道施設・管路の更新時期を迎えており、

それらの更新費用や維持管理経費の増加が最大の課題である。これを踏まえ、令和 9（2027）

年度以降に飯山市水道事業との経営統合を行い、経営状況の透明化、健全化を図ることと

した。経費負担の在り方、適切な料金設定等について、統合に向けて協議を行っている。 

上水道事業と簡易水道事業の統合により、経営面での負担が大きくなる見込みであるこ

とから、将来の事業環境の変化（人口減少、施設の効率性低下、施設の老朽化、資金確保、

業務組織体制、専門的知識・技術職員数の減少等）を認識した上で、統合後の水道事業経

営戦略を策定し、課題解決に努めていく必要がある。 

 

② 生活排水処理 

ア 下水道事業 

汚水処理人口普及率は 99.4%（令和 7（2025）年 3 月 31 日現在）と長野県平均 98.4%を

上回り、下水道、農集事業（集合処理）の整備はほぼ完了している。また、水洗化率（適正

処理率）は 95.3%であり、市内の公共用水域の環境改善に大きく寄与している。 

生活排水対策事業は、下水道事業を中心に昭和 60（1985）年から整備がスタートし、以

後約 20 年間の間に集中して資本投資を行い、処理場、管渠を含めた事業費は 462 億円に

のぼる。 

整備に係る財源の多くは地方債によるもので、令和 6（2024）年度末の起債残高は約 51

億円と、既にピークは過ぎているものの依然多額である。 

このような状況下での最大の課題は、下水道施設の老朽化とそれに伴う維持管理経費の

増加であり、人口減少が見込まれる中、施設の建設・更新経費の最小化と維持管理費の軽

減を図る必要がある。したがって維持経費の財源（使用料）確保のため、一層の水洗化率

と有収率の向上に取り組むとともに、経費削減や適切な使用料体系を設定する必要がある。 

 

イ 合併処理浄化槽 

公共下水道、特環下水道、農集排といった集合処理区域以外の山間地域については、費

用対効果を踏まえ、生活排水については戸別の合併処理浄化槽による処理区域としている
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が、当該地域は高齢化及び人口減少が進んでいることから、合併処理浄化槽整備が進んで

いない現状である。 

 

③ 廃棄物処理 

ア ごみ処理 

当市では、約 430 か所のごみステーションで可燃ごみ、不燃ごみ及びプラスチック製容

器包装を、約 150 か所の資源物回収ステーションで古紙、ガラスびん及びペットボトルを

定期的に回収している。 

収集ごみ等は、平成 21（2009）年から稼働した岳北ごみ処理施設「エコパーク寒川」に

おいて、野沢温泉村及び木島平村と共同で処理されており、令和 6（2024）年度の当市の

ごみ処理量は、4,816t であり、市民一人当たり年間 271kg 処理したことになる。 

令和 6（2024）年度の資源物の回収量は、古紙 209t、ガラスびん 123t、ペットボトル

24t、プラスチック製容器包装 153t 等で、ごみと資源物を併せた処理量は 5,432t であり、

令和 6（2024）年度のごみのリサイクル率は 12.6%となっている。 

分別収集の導入によって、ごみの排出量は一定の減少傾向にあるが、エコパーク寒川の

処理能力は 35t/日と以前の処理施設よりも抑えられていることから、引き続きごみの減量

化や排出抑制に努めていく必要がある。また、施設建設より 15 年が経過したことで、現在、

大規模改修による長寿命化を図っているが、最終処分場については後継施設の確保につい

て検討の時期を迎えている。 

 

イ し尿処理 

公共下水道、農業集落排水施設等の普及により、グリーンパークみゆき野へのし尿・浄

化槽汚泥の搬入量は年々減少しており、令和 6（2024）年度実績では、処理能力の 25.7%

程度であるが、処理量に依存せず施設の運転管理には一定の経費を要しているほか、施設

の老朽化による設備改修の必要性も高まり、し尿処理事業への財政負担の増加が課題とさ

れているとともに、施設存亡の判断時期を迎えている。 

 

④ 消防・防災 

常備消防については、岳北消防本部（岳北広域行政組合）が、1 市 3 村を範囲として広

域的に対応しており、非常備消防については、飯山市消防団（9 分団、780 人）で組織し、

常備消防と連携しながら、市民の安全と安心な生活環境を維持するため、消防体制の整備、

火災予防・消火活動、防災・水防訓練等に努めている。 

近年の社会・生活環境の変化により、今まで以上に市民の防火意識の高揚や消防装備の

近代化、防火水槽、消火栓等の施設設備の充実を図る必要がある。特に、非常備消防にお

いては、消防団員の勤務地が広範囲にわたること等から、昼間の消火活動や災害対応等に
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迅速に対応できる体制づくりを進めるとともに、団員の安全確保対策、救助用器具、情報

通信機器等の装備について、より一層充実強化を図っていくことが必要となる。また、地

域ぐるみの防災体制の充実を図っており、令和 3（2021）年度まで支えあいマップを作成

していたが、現在は災害要素を色濃くした「災害時支えあいマップ」を作成しており、令

和 7（2025）年 11 月末現在これを作成した地区は 63 地区、作成率は 57.8%となっている。 

一方、近年では、全国的に地震、台風、大雨、土砂災害等自然災害が多発し、各地で甚大

な被害が発生している。災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考

え方を基本とし、災害予防、応急対策等様々な対策を組み合わせて災害に備え、災害時の

社会経済活動への影響を最小限にとどめるように、対策の一層の充実を図る必要がある。 

このような状況の中で、令和元（2019）年度東日本台風災害が発生したことから、信濃

川水系の流域関係機関（国・県・市町村）で構成する「信濃川水系緊急治水対策会議」を開

催する中で、令和 2（2020）年 1 月末に「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」が取り

まとめられた。同年 4 月には、国土交通省が千曲川緊急治水対策出張所を長野市から本市

（飯山地区・福寿町）に移転させ、令和 13（2033）年度を目標に治水対策事業を進めてい

るほか、県においては皿川堤防の災害復旧工事は既に完了し、抜本的な改修計画を進めて

いる。 

また、令和 3（2021）年 2 月に、長野県が「長野県流域治水推進計画」を策定し、令和

3（2021）年 5 月には、県内全域で一致団結して流域治水対策に取り組むべく、長野県と市

町村による「治水 ONE_NAGANO 宣言」が行われた。これらの計画と連携・整合を図り

つつ、当市においても蓮遊水池整備、MIZBE ステーションなど水防にかかわる大きな事業

があり、流域治水対策をさらに推進していく必要がある。 

また、市街地の排水対策においては、近年の宅地化の進行や気候変動などによる経験し

たことのないような集中豪雨により、市街地で冠水被害が発生しているため、市街地都市

下水路排水能力調査を実施し、市街地雨水排水対策を進めるほか、千曲川支川における内

水排除対策においては、排水機場の増強や市排水ポンプ車の増車の検討、国や県排水ポン

プ車の出動に関する連携を強化するなど、ハードとソフトの両面から対策を講じる必要が

ある。 

土砂災害対策としては、県による田草川、濁池北沢の砂防堰堤整備事業の推進及び井出

川に関しては、令和 2（2020）年度に事業化された既設砂防堰堤の改築事業とともに、上

流域の崩壊土砂流出防止対策としての治山事業の推進が望まれる。 

 

⑤ 景観形成 

当市は豊かな自然に恵まれ、由緒ある歴史と伝統文化が息づいている地域である。 

歴史的シンボルである飯山城址公園は、市民や来訪者の憩いの場として親しまれ、当市

の歴史に触れることのできる空間として整備していく必要がある。 
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国道 117 号の沿道等には、市民の協力を得て実施しているフラワーロード事業（花の植

栽）は、来訪者からの関心も高く、良好な沿道景観づくりに大いに寄与している。 

看板類等の屋外広告物については、長野県の屋外広告物条例や飯山市沿道景観維持に関

する指導要綱等を基に規制している。特に主要な交通拠点である北陸新幹線飯山駅周辺や

国道 117 号は良好な沿道景観づくりが重要となっている。 

平成 26（2014）年 10 月に飯山市景観条例を制定し、同時に策定した景観計画に基づき、

市民・事業者・行政の協働による良好な風景づくりを進めている。 

 

⑥ 公園 

当市には、都市公園等が 9 か所あり、飯山城址公園と同様に、市民や来訪者の憩いの場

所となっている。公園の整備については、長寿命化計画を策定し、計画的に更新整備を行

っている。 

飯山城址公園については整備基本計画（平成 23（2011）年度策定）に沿い、当市の歴史

的シンボルとして市民及び来訪者の憩いの場を整備し、歴史に触れることができる場所と

して活用していく。また、災害対策の観点から一時避難所としての環境整備や市街地の雨

水排水対策の強化を図るため史実に基づいて復元するお濠を活用し、雨水貯留施設の整備

を行う。 

 

（２）その対策 

① 上水道事業・簡易水道事業 

上水道事業は、将来の事業環境の変化を的確に認識させるため、先で述べたように飯山

市水道事業経営戦略を策定し、5 年ごとの見直しや改定を行い今後も健全な事業経営を継

続していく。 

また、アセットマネジメント（資産管理）を活用した計画的な施設の修繕、更新、効果

的な漏水調査及び的確な対策工事により有収率向上を図る。 

斑尾簡易水道事業については、令和 9（2027）年度に飯山市上水道へ経営統合するため、

新潟県妙高市との調整を進めている。経営統合により、上水道全体の基盤強化を図ってい

く。 

これらを通じて「良質で安全、おいしい水の安定的供給と安定経営」を堅持した事業執

行を進めるために、上水道施設の適正な維持管理及び健全な経営を実施する。 

安全で良質な水を継続的に提供させ、良質なサービスを提供するために、本計画では有

収率の向上を図り、令和 10（2028）年度までに有収率は 70%以上を維持させることを目標

とする。 
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② 生活排水処理 

ア 下水道事業 

持続可能な生活排水対策事業のためには、長期的な施設の状態を予測しながら、計画的

かつ効率的に管理する必要がある。令和 6（2024）年度に第 2 期下水道ストックマネジメ

ント計画を策定し、施設の重要度、経年劣化状況を考慮し、計画的な施設の改築更新・維

持管理を進めていく。 

一方で、近年の豪雨の影響による全国的な下水道施設の浸水被害の発生を背景に、国か

ら下水道施設の耐水化を各自治体が進めていく旨の通達が令和 2（2020）年に発出された

ことから、当市においても、浸水被害の恐れがある下水道施設について、令和 3（2020）

年度に策定した飯山市公共下水道施設耐水化計画に基づき、施設の耐水化を進めていく。 

使用料の設定については、現在公共下水道、特環下水道、農集排で 4 つの料金体系に分

かれているが、経営実態に見合った料金体系に見直すとともに、市内における公平な受益

者負担という観点から将来的には市内統一料金にする必要がある。また、料金収入は有収

水量の変動に左右されるため、人口減少により年間有収量の減少が見込まれていることか

ら、現状の料金水準を維持した場合には年間料金収入の減少が見込まれ、今後使用料体系

の見直しを行っていくものとする。令和 6（2024）年度に公営企業会計に移行したことか

ら、今後 は適切なコスト管理の下、受益者負担を正確に料金へと反映させていくことと

する。 

下水道事業については、施設の適正な維持管理とともに、計画的な修繕及び更新を進め

ていく。 

 

イ 合併処理浄化槽 

合併処理浄化槽整備区域における水洗化率の向上を図る。 

 

③ 廃棄物処理 

ア ごみ処理 

ごみの減量化に当たっては、令和 7(2025)年度から分別収集を開始したプラスチック使

用製品廃棄物の対象品目を拡大することで、資源循環の基盤を強化するとともに、プラス

チック製容器包装との一括回収の導入を視野に入れ、排出者の利便性向上の両立を図る。 

なお、ごみの中間処理及び最終処分については、引き続き一部事務組合による共同処理

を基本とし、最終処分場の候補地の確保について、関係市村間で調整を図っていく。 
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イ し尿処理 

し尿処理施設は、生活排水処理を完結するうえで欠くことのできない都市施設である一

方、処理量の減少や処理対象物の変動等に伴う処理効率の低下、施設の適正運転に要する

財源の減少などから、し尿処理事業は大きな転機を迎えている。 

今後のし尿処理事業については、下水道終末処理場における共同処理や、委託処理等の

可否、またそれらのコスト分析等を踏まえ、施設存亡を判断していく。 

 

④ 消防・防災 

消防については、常備消防の設備の充実を図るとともに、消防団の組織強化・装備の充

実強化と併せ、消防車両、動力ポンプ、防火水槽等消防施設の整備及び更新を計画的に進

める。 

防災については、飯山市第 6 次総合計画、国土強靭化地域計画、地域防災計画等に基づ

き、「災害を防ぎ、災害に負けない、日々の暮らしが安全で安心できる」まちづくりを進め

るとともに、ハード・ソフト両面での対策を進める。具体的には、防災訓練の実施をはじ

め、自主防災組織の育成、強化等により市民の防災意識の向上を図るとともに、デジタル

防災行政無線の整備により気象、避難、災害情報等の迅速かつ確実な伝達体制の確立を図

る。そして、治水対策としては、信濃川水系緊急治水対策プロジェクトに掲げられている

河道堀削や堤防整備・強化、遊水地整備を国や県と連携を図りながら推進するとともに、

大規模災害時の迅速な復旧対応に備え、防災拠点整備を国と連携して進める。また、流域

治水対策としては、「長野県流域治水推進計画」の 3 つの柱である「河川整備の取組」、「流

域における雨水貯留等の取組」、「まちづくりや住民避難の取組」を参考に具体策を検討の

上、取り組みを推進する。 

更に、流域治水対策の取り組みを計画的に推進するために、農業者や一般住民を含めた

関係者の理解と協力を得る必要がある。住民の避難対策として、マイタイムラインの普及

及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知を図ることが必要であるとともに、千曲川河川

事務所や県との連携を緊密にし、迅速かつ的確に防災情報を提供する必要がある。併せて、

河川の氾濫前に、市民の避難を確実に行うため、浸水想定の周知や市民の防災意識の啓発

に一層努めるほか、自主防災組織による防災訓練の実施など地域防災力の向上を図る必要

があることから、国や県の排水ポンプ車の出動要請や災害対応における連携の強化を推進

する。 

市民の防災意識を高め、安心・安全な暮らしの確保を実現させるために本計画では、令

和 10（2028）年度までに災害時支えあいマップの作成地区数を 70 地区に増加させること

を目標とする。 
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⑤ 景観形成 

フラワーロード事業や修景活動を行っている団体及び景観形成住民協定地区（飯山市景

観条例第 24 条第 1 項の規定により認定された地区）との連携を図り、住民の自主的・自発

的な地域づくりを支援し、地域の実情に応じた景観づくりを進める。また、景観行政団体

として、景観啓発活動や規制誘導を行う。 

 

⑥ 公園 

飯山市第 6 次総合計画の達成のため、景観に配慮しながら市民や来訪者の憩いの場とし

ての公園整備を進める。また、災害時の一時避難所としての機能を果たすため防災ベンチ

などの施設設置や市街地雨水排水対策との連携を図り、多機能多目的な公園施設して充実

させる。 

 

（３）計画 
      事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

5 生活環境の整備 （2）下水処理施設 

（下水道施設・ 

浄化槽施設） 

下水道施設耐水化事業 市  

下水道施設整備事業 市  

下水道施設改良事業 市  

下水道建設耐震化事業 市  

雨水排水対策事業 市  

下水道施設広域化・共同化事業 市  

浄化槽整備事業 市  

（3）廃棄物処理施設 

ごみ処理施設 

エコパーク寒川大規模改修事業（飯山

市負担分） 
市 

 

（5）消防施設 岳北広域負担金（消防費） 市  

消防防災施設整備事業 市  

（6）その他 防災・減災対策事業 市  

防災対策整備事業 市 
 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

    先に述べたインフラ資産以外に、これにあてはまる上水道や下水道に関することや行政

施設の 1 つである消防施設及び公園施設に関し、飯山市公共施設等総合管理計画には、以

下の基本方針に基づいている。 

〈上水道等施設の基本方針〉 

・経営戦略の中で、老朽化した施設の更新計画を立てる。 

・点検結果等を基に、優先度に応じて、計画的に修繕、更新等を進める。 

・安全で安定した供給と、維持管理費用の抑制・平準化に努める。 
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〈下水道等施設の基本方針〉 

・ストックマネジメント計画に基づき、計画的に修繕、更新等を進める。 

・衛生的な生活環境の保全と、維持管理費用の抑制・平準化に努める。 

・現在、活用されていない土地や設備等について、今後のあり方を検討する。 

〈消防施設の基本方針〉 

・消火活動等を行う際の拠点となる重要な施設であるため、計画的な点検や修繕等の実施

により、施設の適切な維持管理に努める。 

・施設の老朽化状況、消防団組織の再編等を勘案して、改修、更新、統廃合、集会施設との

複合化など、今後の施設のあり方を検討する。 

〈公園施設の基本方針〉 

・計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管理に努める。 

〈岳北広域行政組合における廃棄物処理施設に関する基本方針〉 

・｢岳北地域 循環型社会形成推進地域計画｣における「エコパーク寒川の基幹的設備改良

事業」に基づき、必要な施設整備に努める。 

〈その他行政系施設の基本方針〉 

・計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管理に努める。 

・運営の効率化を図るために、適宜、民間活力の導入になどを検討する。 

 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

① 高齢者福祉 

当市の高齢化率は、令和 7（2025）年 10 月 1 日現在で 41.0%、県下 19 市の平均は 33.3%

で、19 市の中で最も高齢化が進んでいる地域である。今後ますます高齢化が進むと予測さ

れる中、高齢者がいかに充実した日々を送ることができるかは、高齢者本人や家族のみな

らず、地域社会全体にとっても極めて重要な課題となっている。特に、過疎化や高齢化の

著しい集落では、自助・共助といった家族や地域での支え合いも出来なくなりつつあり、

ボランティアや地域おこし協力隊等を含めた互助もその影響を大きく受けている現状にあ

る。日常生活や冬場の暮らしを確保し、いくつになっても元気で生きがいを持ち、安心し

て暮らせるまちづくりが必要である。 

高齢者の地域への社会貢献の場づくり、生きがいづくりの活動や交流の場の充実を目指

し、飯山地域シルバー人材センター、飯山市内の単位老人クラブの運営を支援していると

ころであるが、会員数の増加、活動の活性化のため、更なる対策を講じる必要がある。老

人福祉センター湯の入荘等の運営支援については施設の老朽化、利用者の減少による今後

の運営の在り方についての検討や、今後も施設が活動の活性化等により有効に活用できる

よう支援していく必要がある。 
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高齢者の閉じこもり予防や介護予防等高齢者を地域で支えていく自主的な活動を広める

ことが課題となっており、地域包括支援センターを中心に、市内各地区で開催される集落

サロンの拡充や認知症サポーター養成に取り組むとともに、高齢者を対象とした講演会や

学習会を開催している。 

平成 27（2015）年度の介護保険制度改正により、介護予防・日常生活支援事業が新たに

取り入れられ、地域の実情に応じて、市民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充

実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進する必要がある。 

大多数の高齢者の方はできるだけ住み慣れた地域で暮らし続けられることを望んでおり、

自立した生活が送れるよう、地域包括ケアシステムを構築し、医療・介護・予防・住まい・

生活支援が一体的に提供される支援体制を整え、必要なサービスを提供する必要がある。

また、過疎化や高齢化の進む集落では、地域での支え合いも出来なくなりつつある。ボラ

ンティア等を含めた互助の担い手の高齢化も進んでいる中で、不安を感じることなく安心

して暮らせるよう、ひとり暮らしの高齢者世帯や社会的にも重要な課題とされている認知

症高齢者を地域で見守り、その家族を含めて支えていく活動を推進していかなければなら

ない。そのため、令和 6（2024）年 3 月には飯山市老人福祉計画・第 9 期介護保険事業計

画を策定し事業を進めている。 

更には、成年後見制度等を活用した高齢者の人権を守る権利擁護や高齢者見守り支援体

制を整備し、不安なく生活が送れる場所の確保が必要である。 

介護保険制度については、制度施行後 25 年が経過し、定着・浸透しているところである

が、高齢化の進行に伴い介護サービス利用者の高年齢化も顕著になってきており、介護サ

ービスを利用する可能性の高い方が増加している。今後も介護需要に応じたサービスを提

供できるよう、基盤を整えていく必要があり、介護サービス量の確保や質の向上は不可欠

と言える。 

事業者と連携して情報交換や連絡調整等を行い、サービスの質を高め、市民の多様なニ

ーズに効果的に対応することができるよう、引き続き介護人材不足等の課題解決に取り組

む必要がある。 

また、高齢者の運転免許の返納など移動に困難を生ずる者が年々増加する中、その受

け皿として移動手段を確保することが重要な課題となっており、地域の実情に応じた

支援や取組が引き続き求められている。 

 

② 児童福祉（子育て支援） 

全国的な傾向と同様、当市における児童数は減少傾向にあり、家族構成は核家族化が進

んでいる。それに伴い、子育てに関するニーズはますます多様化している。 
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当市においては待機児童が存在しないものの、少子化や保育士不足などの影響により、

公立保育園では異年齢の児童を一緒に保育する混合保育を実施している。また、保育園に

おいては、豊かな自然と地域の特色を活かした「信州やまほいく」を導入している。 

幼児教育・保育の無償化に関しては、3 歳以上児の保育料の無償化を行うほか、第二子の

保育料半額、第三子以降の保育料無料化において、算定対象となる兄姉の年齢制限を撤廃

し、国の基準より対象を拡大することで、子育て世帯のさらなる経済的負担の軽減を図っ

ている。 

令和 7（2025）年度からは、市内すべての保育園・幼稚園において、市特産のコシヒカ

リを使用した自園炊飯を実施し、完全給食の無償化を行った。これにより、保護者の負担

軽減を図った。 

児童福祉施設としては、子育て支援センター、児童センター、児童クラブ、病後児保育、

放課後等デイサービスなどの複数機能を併せ持つ子育て支援の複合拠点施設「子ども館き

らら」を運営している。利用者は年々増加傾向にある。また、児童センターや児童クラブ

は市内で合計 4 箇所運営されており、市の社会福祉協議会に委託することで連携を図って

いる。 

全国的な少子化が進行する中、飯山市においても出生数の低下や園児数の減少が進んで

おり、保育現場ではさまざまな課題が顕在化している。このため、保護者や保育関係者、

地域の代表者による組織を設立し、魅力ある保育の実現に向けて現状と課題を整理した。

そして、保育提供体制の方向性を定めた「飯山市の保育環境に関する報告書」を令和７ 

(2025）年 2 月に市教育委員会へ提出した。 

 

③ 障がい者福祉 

障がい者（手帳所持者）の数は、令和 7（2025）年 4 月 1 日現在で、身体障がい者 837

人、知的障がい者 230 人、精神障がい者 333 人である。 

飯山市第 6 次総合計画前期基本計画に掲げられている、「安全で安心して暮らしを愉しめ

るまち」という基本目標を念頭に置き、飯山市障がい者計画（令和 6（2024）年度～令和

11（2029）年度）及び飯山市第 7 期障がい福祉計画・飯山市第 3 期障がい児福祉計画（令

和 6（2024）年度～令和 8（2026）年度）を策定した。「その人の意思に基づき、暮らした

い場所で暮らしたい人と、その人らしく活き活きと、安心して暮らせる地域づくり」を基

本理念とし、共に地域で生活することができるよう、近隣市町村や関係事業者等と連携し、

障がい福祉サービスの提供体制を整備、拡充する必要がある。 

また、障がい等の理由により、判断能力の不十分な者が地域で安心して生活できるよう、

北信 6 市町村共同で平成 27 年度に北信圏域権利擁護センターを設置した。権利擁護セン

ターを核として、権利擁護の普及啓発や成年後見制度により、地域における権利擁護体制

の充実を図る必要がある。 
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④ 生活困窮者対策 

令和 6（2024）年度末における生活保護の状況は 60 世帯、72 人、保護率 3.8‰であり、

長野県全体の保護率 5.4‰に比べて低い状況にある。しかし、保護の長期化で、被保護者の

高齢化が進んでおり、無年金高齢者や障がい等を理由に就労ができない、傷病等を理由に

離職し、その後要介護状態となったなど、高齢世帯の困窮者が多い傾向となっている。過

疎化による市内商工業、観光業等の縮小等もあり、コロナ禍を経て、生活困窮からの生活

再建が難しい状況となっている。 

 

（２）その対策 

① 高齢者福祉 

ボランティア育成をはじめとする人づくり、地域で高齢者や障がい者を見守り支え合うネ

ットワークづくり等、引き続き地域福祉活動を推進するとともに高齢者等の就業機会を確

保するための支援等を行う。 

また、施設の老朽化や利用者の減少が進んでいる老人福祉センターに対する今後の運営

の在り方や、利用者を増やし施設を有効に活用するための検討について、引き続き支援を

行う。 

    本計画では、介護保険制度に基づくサービス基盤の充実を図るほか、介護人材不足に対

する施策や保健事業と一体となった介護予防施策の推進、高齢者の健康づくりや介護予防

事業推進のための各種データ分析、ICT の活用について大学、民間企業等と更なる連携の

強化を図る。 

また、高齢者等の移動に困難を生ずる者の移動支援については、地域の実情に応じた

支援体制の充実を図る。 

 

② 児童福祉（子育て支援） 

令和 6（2024）年度に、包括的な相談窓口として「飯山市こども女性家庭センター」を

設置した。これにより妊娠期から子育て期、さらに困難な問題を抱える女性を対象とした

切れ目のない支援の相談体制を継続して提供していく。 

また、令和 6（2024）年 1 月には、市内に所在する「児童養護施設いいやま」と「善光

寺大本願乳児院」それぞれとショートステイの契約を締結し、子育て世帯の保護者が一時

的に休息できる環境を整えた。 

さらに、令和 7（2025）年 4 月から令和 11（2029）年度までの 5 年間を計画期間とする

『第三期 飯山市子ども・子育て支援事業計画』を策定した。支援事業計画では、妊娠・出

産から子育てまでの切れ目のない支援を充実させ、「飯山市で子どもを産み育てたい」と感

じられる安心と未来への希望が広がるまちづくりを基本方針として、各施策を進めている。 



44 

 

令和 7（2025）年度には、市北部地域に所在する小学校 4 校を統合した城北小学校が開

校し、同校内に児童クラブを併設した。さらに令和 8（2026）年度からは、親の就労状況

に関係なく柔軟に利用可能な「こども誰でも通園制度」の実施により、子育て支援の充実

を図る。 

今後も、子育て環境のさらなる充実を図り、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を

支援するため、子育て関連施設やサービスの機能向上、子育て世代への支援、経済的な負

担軽減など、子育て世帯の多様なニーズに対応する施策を推進していく。 

本計画では、令和 12（2030）年度まで保育園の待機児童数ゼロを目標とし、その継続的

な達成を掲げている。 

 

③ 障がい者福祉 

障がい者の自立支援の観点から、地域や事業所等と連携しながら地域生活への移行や就

労支援、雇用の場確保といった今後ますます増加する課題に対応したサービスの提供基盤

を整えるととともに、障がい者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するために、北

信地域障がい福祉自立支援協議会等と連携を図りながら、地域の社会資源を活用して基盤

整備を進める。これに加えて、北信地域定住自立圏の 6 市町村と連携し、発達障がい児の

療育サポートや障がい者の地域生活の支援を行い、障がい者が安心して生活できる環境を

整えている。また、障がいを理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、必要な施策

の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、取り組みに関する情報収集、整理及び提供

に努める。 

令和 3（2021）年度に、中核機関として位置付けた北信圏域権利擁護センターについて、

権利擁護の普及啓発に加え、成年後見制度利用促進及び後見人支援の体制を整えることに

より、地域における権利擁護支援体制の充実に向けた取り組みを推進していく。 

 

④ 生活困窮者対策 

生活保護の被保護者のうち就労可能な者については、ハローワーク等と連携して就労支

援を行い、生活保護からの脱却を目指す。また、生活保護に至る前の段階で、生活困窮者

自立支援制度による自立相談支援事業等により支援を行う。併せて、ひきこもりについて

も日常生活、社会生活及び経済的な自立を目指して支援を行う。 

    飯山市社会福祉協議会では、隣組長やボランティアを中心に住民同士が支え合う「見守

りとうど衆」事業を取り組んでおり、福祉情報の提供や周知等を通じて、市民の福祉意識

高揚を図っている。市では、この活動を支援するとともに、多様な共助の活動を推進して

いく。 

少子高齢化や人口減少が進む中、誰もが住み慣れた場所で安心して生活が送れるよう

に、住民同士の支え合いの地域づくりの推進と、その仕組みづくりを目指している。 
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（３）計画 

        事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

6 子育て環境の確保、高

齢者等の保健及び福祉

の向上及び増進  

（1）児童福祉施設 

保育所 
児童福祉施設整備事業 市  

（8）過疎地域持続的発

展特別事業 

  

 

児童クラブ等運営事業 

 小学生の放課後対策の充実を図

るため、市の社会福祉協議会へ委

託をし、より充実した子育て支援

を行う。 

市  

こども女性家庭センター運営事業 

 全ての妊産婦、子育て世帯、子ど

もが一体的に相談できる窓口を設

置し、相談しやすい環境を整える。 

市  

医療給付事業 

 子育て世帯の経済負担軽減及び

子育て環境の充実を図るため、子

育て世帯（18 歳まで）の医療費の

自己負担を軽減する。 

市  

飯山市子ども館等運営事業 

 小学生の放課後対策の充実を図

るため、市の社会福祉協議会へ委

託をし、より充実した子育て支援

を行う。 

市  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

子育て支援施設及び保健福祉施設に関し、飯山市公共施設等総合管理計画では、以下の

基本方針に基づいている。 

〈幼稚園・保育園・こども園、幼児・児童施設の基本方針〉 

・施設の老朽化や少子化が進行しているため、利用状況を勘案して、施設の長寿命化や 

改修、市全体でのバランスを考慮した統合など、今後の施設のあり方を検討する。 

・運営の効率化を図るために、適宜、民間活力の導入などを検討する。 

〈高齢福祉施設・障がい福祉施設・その他社会福祉施設の基本方針〉 

・施設の老朽化状況、今後の需要等を勘案して、施設の長寿命化や改修、更新、統廃合な

ど、今後の施設のあり方を検討する。 

・民間活力を活用しながら、効率的かつ効果的な運営に努める。 

 

８ 医療の確保 

（１）現況と問題点 

① 医療施設 

市内には一般病院が 1 か所（飯山赤十字病院）のほか、一般診療所が 11 か所、歯科診療

所が 6 か所ある。地域医療の中核を担う飯山赤十字病院については、安定的な医療体制の

確保を行うために、北信地域定住自立圏を形成して、他の市町村と連携し支援を行ってい

る。そして、中核的医療関係を中心とした医療連携体制を推進し、住民が安心して生活で

きるように圏域体制の構築を図っている。しかし、近年では、医師不足に伴い、医療体制
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に対する市民の不安が生じており、医師確保を最優先とする医療体制の確保が喫緊の課題

となっている。他方で、情報化の進展等に伴い、様々な情報を得やすくなったことから、

高度な医療を求める市民のニーズや関心が高まっている。 

また、無医地区への出張診療事業に取り組んでいるが、人口減少や少子化高齢化に伴い、

患者数が減少している中で如何に事業継続を図っていくか検討の必要がある。 

 

② その他 

人は誰も、健康で長生きをしたいと願っており、老後の不安で一番大きいのが健康問題

である。高齢者にとっては、健康で日々の暮らしを送ることができることが何よりも重要

なことであり、そのためには、乳幼児期からの健康づくりが大切である。 

各種健康教室等を開催し、市民の健康への意識の高揚に努め、また、各種健（検）診の

受診率を高めることで、医療費の抑制が期待されるため、市民の健（検）診に対する意識

の向上が重要な課題である。特定健診の受診率は令和 4（2022）年度 44.8％、令和 5（2023）

年度 47.0％、令和 6（2024）年度 48.1％と以前よりも改善傾向にあるものの、県平均（令

和 6（2024）年度 48.8％）と比較すると依然として低い状況である。 

市民の健康管理については、総合的な保健サービスの拠点である飯山市保健センターを

中心として健康教室や健康相談を開く等、受診率向上の対策に取り組んでいる。 

 

（２）その対策 

① 医療施設 

医療機器、病院施設の整備等に対して協力し、診療体制を強化するとともに飯山赤十字

病院等の医療機関、関係団体等と連携しながら、医師研究資金や医学生奨学金の貸与、医

師の派遣等を通じて医療提供体制を安定的に確保するための対策を推進する。また、無医

地区への持続可能な出張診療事業のあり方について検討する。 

本計画では、引き続き医師研究資金を活用した医師確保や医師奨学金を活用した奨学生

制度など、将来、市内で医師として従事することにつながる事業を推進する。また、市ホ

ームページや SNS、医療情報サイトなどを有効に活用した広報も併せて推進する。 

 

② その他 

地域、保健補導員、医療機関等と連携しながら、食生活、生活習慣の見直しといった健

康教育と情報発信、健康づくり運動、健康診断やがん検診の受診率向上、予防接種の接種

勧奨等を通じて、市民一人ひとりの健康への意識づくり、市民の健康管理、健康づくりを

推進するとともに、あらゆる年代の心や体の悩みに対応できる切れ目のない相談体制の確

保を図る。 
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市民の健康意識の高揚を図るために、特定健診の受診率を 60%以上にすることを目標

とし、受診率向上に取り組んでいく。 

 

（３）計画 

   事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 

 
備考 

7 医療の確保 （3）過疎地域持続的

発展特別事業 

  

  

  

 

無医地区出張診療所事業 

 市内の無医地区へ医師を派

遣し、安心して暮らせる地域

づくり、住民の健康増進を図

る。 

市 

 

 

（4）その他 

 
地域中核医療機関支援事業

（医療機器支援） 

 医療機関が行う医療機器の

整備への支援を行い、診療体

制の充実を図る。 

市 

 

 

保健センター改修事業 市 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

施設としては、先に述べたように保健センター1 施設がある。ここで検診や健康相談等

を行っている。これについて、飯山市公共施設等総合管理計画では、以下の基本方針を定

めている。 

〈保健施設の基本方針〉 

 ・施設の老朽化状況、今後の需要等を勘案して、施設の長寿命化や改修、更新、統廃合な

ど、今後の施設のあり方を検討する。 

・民間活力を活用しながら、効率的かつ効果的な運営に努める。 

 

９ 教育の振興 

（１）現況と問題点 

① 学校教育 

少子化等に伴い、本市の学校・保育園において数多くの課題が顕在化していることを踏

まえ、平成 29（2017）年より検討を重ねた結果、城南・城北中学校区それぞれで 1 校の統

合小学校を配置することが望ましいとの方針に基づき、『飯山の新たな学校づくり計画』（令

和 3（2021）年 1 月）を飯山市教育委員会が策定した。 

この計画に基づき、令和 7（2025）年 4 月に北部 4 小学校を統合し、城北小学校が開校

した。城北小学校では、3 年生以上を対象として学年担任制を導入し、複数の教職員が担任

として児童に関わる体制を整えている。さらに、4 年生以上の希望者を対象とした放課後
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子ども教室（アフタースクール）を実施し、児童の居場所を確保している。なお、現在市

内の小学校は 4 校である。 

中学校に関しては、平成 22（2010）年度に 3 校から 2 校への統合を行ったが、『飯山の

新たな学校づくり計画』において、生徒数の減少などの状況を考慮しつつ、統合中学校の

開校が望ましいとされている。また、中学校給食センターは平成 28（2016）年度より城南

中学校敷地内で稼働している。 

さらに、小中学校の給食費に関しては、令和 5（2023）年度より 3 割・5 割・7 割と補助

率を段階的に引き上げ、保護者の経済的負担軽減を図っている。 

 

② 社会教育 

社会教育を基盤とした人づくり・つながりづくり・地域づくりの拠点として、公民館、

図書館、美術館、ふるさと館、女性センター未来及び文化交流館が設置されており、令和

8（2026）年4月からは、女性団体の使用のみとしていた女性センター未来を公民館に統

合し、市民の多様な要請に応えることができる施設運営を推進する。 

また、市内 10 地区には 101 の集落館があり、地域に根ざした社会教育活動を実践して

いる。 

近年では少子高齢化が進んでおり、地域基盤の弱体化やコミュニティの希薄化が指摘さ

れ、地域コミュニティの形成、文化財、伝統文化の継承や人材育成が課題となっている。 

加えて、社会教育の拠点施設がいずれも老朽化していることも課題となっている。 

スポーツ振興については、スキーを中心にジュニア育成の強化を図っている。また、健

康志向の高まりや平均寿命が長くなってきていることから、高齢者世代についても現役と

してスポーツを楽しんでおり、幅広い年代の方々がスポーツに親しんでいる。一方で、市

民体育館や市営飯山シャンツェなど、スポーツ活動の拠点となる既存施設の老朽化が進ん

でいる。 

 

（２）その対策 

① 学校教育 

令和 3（2021）年 3 月に教育の振興を図るため、『育て持続可能な新たな時代とふるさ

と飯山づくりを進める「いいやまっ子」』をスローガンとして、飯山市第 2 次教育大綱を

策定した。この教育大綱では、以下の 6 つの施策を柱として、子どもたちが夢の実現に向

けた力を育み、持続可能な未来社会を生き抜く力を培うことを目指している。 

1. 生き抜く力を育むため、自己教育力を養い、多様な考えに触れつつ課題解決を図る教育の

実践 

2. 公正で質の高い学力を保障するとともに、将来目指す自分の姿の実現に必要な資質を磨く

教育の実践 
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3. 国際化・ICT 化や地球環境への対応を踏まえ、自らの能力を磨く教育の実践 

4. ふるさと飯山を深く理解し、愛し、飯山を担う「いいやまっ子」を育成する教育の実践 

5. お互いを理解し助け合う心を育み、共生社会の実現を目指す教育の実践 

6. 地域・社会と連携し、子どもたちが飯山を誇りに感じる生涯学習・生涯スポーツの実践 

また、小学校の校舎や学校教育関連施設のリニューアル工事を実施し、子どもにとって

安全・安心で最適な教育環境の整備を進めている。さらに、幼保・小・中・高が連携し、

学力の向上、ICT 教育、英語教育、ふるさと学習を推進できる教育環境の整備を図る計画

である。 

令和 7（2025）年度から令和 8（2026）年度にかけて児童生徒一人一台のタブレット端

末を更新し、情報活用能力の推進を図る予定である。 

給食に関しては、地域食材の使用に努めるとともに、将来的には地域の有機農産物を活

用する方向で検討している。また、給食費については、公会計化を目指している。 

 

② 社会教育 

社会教育は、個人の要望や社会の要請に応えておこなわれるものであり、「人づくり」「つ

ながりづくり」「地域づくり」の拠点として、また、地域の実情に合わせて柔軟に社会教

育施設が運営されることが重要であり、児童から高齢者まで、あらゆる年齢層の人々に学

習機会を提供することや地域社会における住民の主体的な学習活動やコミュニティづくり

を支援すること、文化的な教養を高め、生活の改善や社会の発展に資することなど、市民

の生涯学習が継続的に行なわれる環境を整えていく必要がある。 

利用者が安心してスポーツを楽しめるように、老朽化したスポーツ施設の改修と改善を

計画的に進め、スポーツ振興につなげる。また、小中学生を中心としたジュニア育成を図

るため、競技にかかわる人材確保、競技運営などに必要な支援を行う。また、教員の働き

方改革や少子化に伴う中学校部活動地域展開については、国や県の方針を基本とし、岳北

４市村による広域連携を図り、多くの子どもたちがスポーツに取り組む場を失うことの無

いよう、受け皿を確保し、部活動に代わる地域クラブ活動を推進する。 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

8 教育の振興 （1）学校教育関連施設 

校舎 

 

 

 

 

スクールバス・

ボート 

新たな小学校づくり事業 市  

中学校施設整備事業 市  

小学校施設整備事業 市  

スクールバス整備事業 市 

 

（3）集会施設､体育施設 活性化センター整備事業 市 
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等 

集会施設 

 

体育施設 

 

 

体育施設整備事業 市  

第 82 回国民スポーツ大会（カヌ

ースプリント競技・スキー競技）

開催事業 
市 

 

（4）過疎地域持続的発

展特別事業 
学力向上総合対策事業 

 小中高連携による算数・数学、

その他教科の学力向上を図るた

め、小・中学校へ学力向上推進教

員を配置する。 

市 

 

ジュニアスポーツ振興事業 

 ジュニアスポーツ振興のため

の指導者及びコース整備委託、大

会補助など、子どもたちがスポー

ツに取り組むための環境整備を

図る。 

市 

 

 中学校部活動地域展開推進事業 

 教員の働き方改革の一環とし

て、部活動に代わる地域クラブへ

の移行を図る。 

市  

（5）その他 小中学校 ICT 教育推進事業 市  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

学校教育施設やスポーツ施設及び社会教育施設に関し、飯山市公共施設等総合管理計画

では、以下の基本方針に基づいている。 

〈学校教育系施設の基本方針〉 

・施設の老朽化状況、児童・生徒数や余裕教室数の状況等を勘案して、余裕教室の活用な

ど、今後の施設の維持保全方法、使い方などを検討する。 

・計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管理に努める。 

・運営の効率化を図るために、適宜、民間活力の導入など検討する。 

〈スポーツ施設の基本方針〉 

・施設の老朽化状況、利用状況、経営状況等を勘案して、施設の長寿命化や改修、更新、廃

止、民間への譲渡や売却等今後の施設のあり方を検討する。 

・「飯山シャンツェ」については、管理体制や使用料など維持管理のあり方を検討する。 

・「飯山市民プール」については、老朽化状況、利用状況、コストの状況等を勘案して、今

後の施設のあり方を検討する。 

〈社会教育施設の基本方針〉 

・計画的な点検や修繕等の実施により、施設の適切な維持管理に努める。 

・トイレ等の設備のバリアフリー化など施設の安全性や利便性の向上を図る。 

・運営の効率化を図るために、適宜、民間活力の導入などを検討する。 

   



51 

 

１０ 集落の整備 

（１）現況と問題点 

市内には、107 の集落（区）があり、区長がそれぞれの代表者になっている。令和 2（2020）

年度の国勢調査結果による令和 7（2025）年 10 月 1 日の人口推計から、集落を構成する世

帯数は、転出や高齢化のため減少しており、10 世帯以下の集落が 9 区にものぼる。なお、

100 世帯を超える集落は 18（うち飯山地区 7）区ある。当市は、10 の地区から成り立って

いるが、令和 2（2020）年 10 月 1 日と比較すると、世帯数が増加している地区は、2 地区

にとどまっている状況である。 

人口の減少に加えて人口の高齢化、遠隔地への通勤者が増えたことにより、地域を支え

る人材の不足が顕著となっている集落が増加傾向にあり、区の運営を担うことへの負担感

や将来への不安感が増している。 

 

（２）その対策 

地域おこし協力隊制度及び集落支援員制度の活用等外部人材の活用、地域づくり団体の

活動支援や育成を図りながら、地域活性化に係る集落（区）や公共的団体の自主的な研

究・実践活動を支援するとともに、区行政の役割分担の見直し、デジタル技術を活用した

区の運営支援や区長業務の負担軽減など、地域を支える人材の育成、集落合併等持続可能

な区運営のあり方の検討を促す。 

地域の拠点であるコミュニティ施設、集落公民館等の集会施設の整備を支援し、施設活

用を通じたコミュニティ意識の促進を図る。 

都市との新しい共生関係を深め、新幹線駅と豊かな自然が併存する当市の特色、魅力、

暮らし等を全国に情報発信し、定住人口の増加や関係人口の増加へとつながる移住定住の

取り組みを推進する。 

地域の良質な景観形成の支援、安心安全な暮らしの確保のための空き家対策、移住定住

促進のための住宅整備支援等を行う。 

令和 12（2030）年度までに、先に述べた移住・定住の目標と同様に、当市の支援を通じ

て、本計画では、移住者数の増加や空き家バンクへの登録者件数の増加や観光入込客数の

増加を目標とする。 

 

（３）計画 

    事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

9 集落の整備 （1）過疎地域集落再編

整備 
持続可能な集落活動事業 市  

若者住宅整備事業 市  
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飯山市移住定住促進住宅整備事

業 
市  

市営住宅整備事業 市  

（2）過疎地域持続的発

展特別事業 

里山の未来づくり支援事業 

 活力あふれ、里山の未来づくり

を進めるために、集落又は公共的

団体が自ら考え行う事業に対し

支援金を交付し、活動を支援す

る。 

市  

持続可能な集落活動事業 

 地域のコミュニティ機能を高

め、持続可能な集落活動を推進す

るために、集会施設を整備する区

に対し、補助金を交付する。 

市 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

集会施設に関し、飯山市公共施設等総合管理計画では、以下の基本方針に基づいている。 

〈基本方針〉 

 ・施設の老朽化状況、利用状況等を勘案して、施設の長寿命化や改修、更新、地域への譲

渡、廃止など、今後の施設のあり方を検討する。 

・運営の効率化を図るために、適宜、民間活力の導入などを検討する。 

 

１１ 地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

① 地域文化の振興 

市内には、国・県・市指定文化財は選択を含め 95 件となっている。 

平成 18（2006）年に設置したふるさと館は、古文書、民俗資料等の保存や公開、展示体

制が整備されている。 

各集落の祭りに披露される伝統芸能は、北信濃の祭りとして特徴的なものが多く貴重な

観光資源となっているが、過疎化、少子高齢化に伴う担い手不足が顕著であり、保存、伝

承に努めていくことが重要である。 

県史跡飯山城跡は整備がされ、城下町飯山の歴史や文化の拠点として、また市民の憩い

の場として活用されている。 

今後も国・県・市指定文化財をはじめ、特に貴重なものについては整備・保存・活用を

図っていく必要がある。 

 

② 芸術文化の振興 

市民芸術団体の支援を通じた芸術文化の振興とともに文化交流館や美術館を活用した芸

術文化活動や芸術鑑賞、地域芸術文化の情報発信を行っている。文化交流館は開館から

10 年が経過ぎ、芸術文化の振興にとどまらず、教育・娯楽・健康増進など多面的な活用
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を通じて、市民交流の場として定着している。近年は一般向けコンサートと小中学生向け

アウトリーチを組み合わせた企画や、シニア世代向けの演劇ワークショップなど参加型企

画も展開しており、持続可能な地域文化の拠点としての役割を強めている。美術館では、

年間を通じて企画展とギャラリー展を複数回開催しており、企画展開催時には作家のトー

クショーやワークショップを実施し、作家と来館者が直接交流する機会を重視した運営を

行っている。 

今後、人口減少や担い手不足への対応、若年層の参加促進、デジタル環境の整備といっ

た新たな課題に対応しながら、両施設のさらなる利活用促進と魅力向上を図る必要があ

る。 

 

（２）その対策 

① 地域文化の振興 

国の重要文化的景観の選定を受けている「小菅の里及び小菅山」については、この地域

の文化的景観の価値を守り、整備、保存及び観光資源などの活用を図る。 

伝統文化においては、次代へつなげる伝承活動を積極的に進め、特に市にとって必要な

地域伝統文化については保護策を講じるとともに、活用を検討する。 

 

② 芸術文化の振興 

文化交流館と美術館を中核に、優れた芸術文化の鑑賞機会を提供するとともに、市民芸

術団体や若手芸術家の活動を支援し、世代を超えた交流を促進していく。文化交流館では

多世代を対象とした参加型企画を充実させること、また、美術館では郷土ゆかり作家等の

展示はもちろん、地域資源をテーマとした企画展を展開し、飯山市の魅力を市内外に発信

する。SNS を活用した情報発信も強化していく。 

これらの取り組みを通じて、地域文化の担い手の育成、若年層の参加促進、持続可能な

芸術文化活動の基盤強化を進める。延いては、広域的な文化交流や観光との連携を深め、

交流人口の拡大につなげる。 

 

（３）計画 

    事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

10 地域文化の振興等 （1）地域文化振興施設等 

地域文化振興施設 
飯山城址整備事業 市 

 

飯山市文化交流館施設整備事

業 
市 

 

美術館施設整備事業 市 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

文化施設に関し、飯山市公共施設等総合管理計画は、以下の基本方針に基づいている。

〈基本方針〉 

・施設の老朽化状況、利用状況等を勘案して、施設の長寿命化や改修、更新など、今後の

施設のあり方を検討する。 

・「埋蔵文化財センター」は、老朽化状況を勘案して廃止する。 

・運営の効率化を図るために、適宜、民間活力の導入などを検討する。 

 

１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）現況と問題点 

自然エネルギーの活用方法を研究する。持続可能な社会を実現させるために、自然エネ

ルギーの活用についての調査を行い、活用方法や設備内容の整備・研究や活動の実施を行

っている。また、北信地域定住自立圏の 6 市町村では、電気自動車の普及を促進させるた

めに、電気自動車用充電器設置事業として広域で取り組んでいる。 

自然への感受性を高め、太陽光、風力、水力、雪、森林資源等のなどの自然の力やエネ

ルギーを活かした暮らし方の工夫など、日常生活における省エネルギーへの取り組みを進

めるとともに省エネルギーに向けたリサイクルの推進、循環型社会形成への普及啓発を推

進している。具体的には、空き施設を雪室として利用し、酒や農産物等を貯蔵・熟成をさ

せた後、商工会議所等と連携をして雪室商品を市内だけなく県外でも PR 及び販売を行っ

ている。 

 

（２）その対策 

    自然エネルギー活用について、公共施設への導入を推進しながら「カーボンニュートラ

ル」の実現に向け研究を継続していく。また、雪室商品の開発や研究、販売を行い、自然

エネルギーの PR や雪室商品のブランド化を図る。 

本計画では、自然エネルギーを活用するために雪エネルギーを活用した熱交換施設（低

温貯蔵倉庫等）の維持及び管理の継続を目標とする。 

 

（３）計画 

   事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

11 再生可能エネルギ

ーの利用の推進 

（3）その他 自然エネルギー活用事業 市 
 

カーボンニュートラル推進事

業 
市 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

再生可能エネルギーの施設に関し、飯山市公共施設等総合管理計画では、以下の基本方

針に基づいている。 

〈基本方針〉 

・今後も保有し続ける施設については、必要に応じて、耐震補強や改修等を実施する。 

  

１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 

  ① DX（デジタル・トランスフォーメーション） 

高齢化の進む当市においては、高齢者の買い物や通院、相談などの生活支援が地域の重

要な課題であり、小集落でも自立した生活が送られる手段として、デジタル技術の活用を

推進する必要がある。また、複雑化・多様化する業務や多発する災害対応において、職員

のマンパワーの不足が課題となっており、これらの状況を改善するためには業務改革が必

要である。 

これらの課題に対応するため、デジタル技術の活用を進め、生活支援や公共サービスの

効率化、デジタル人材の育成を目指す必要がある。特に、高齢者や地域住民が安心して利

用できる環境整備とデジタルデバイド対策の強化が急務となっている。 

 

  ② SDGs（持続可能な開発目標） 

    SDGs とは、平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された、国連加盟 193 か国が

平成 28（2016）年から令和 12（2030）年の 15 年で達成するために掲げた目標である。17

の大きな目標とそれらを達成するための具体的な 169 のターゲットで構成されている。 

SDGs については、第 2 期飯山市総合戦略の重要テーマとして掲げており、各種施策推

進の原動力として、庁内のみならず地域への普及啓発及び推進する必要がある。 

 

  ③ 多極ネットワーク型コンパクトシティ 

       現状では、全国的に人口減少及び少子高齢化の課題があり、当市でもこのような状況に

直面している。その中で今後のまちづくり全体の課題としては、「高齢者と若い世代にとっ

て暮らしやすい環境」「都市活力を支える産業活性化と雇用の場の確保」「豊かな自然環境

や優良農地、各地域の歴史や文化の保全・継承」「防災・減災を意識したまちづくりの推進」

「行政主導の都市整備から地域主体のまちづくりへの移行」の 5 つある。これに加え、都

市構造に関する課題では「飯山駅周辺に集積する都市機能の維持」「行政コストの少ない市

街地・集落地の形成」「飯山駅周辺と周辺地域をつなぐネットワークの維持・強化」「市街

地の災害リスクを軽減させるための取り組み」の 4 つがある。これらの課題解決のため令
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和 3（2021）年度「飯山市まちづくり基本計画」を策定し、将来にわたり人口維持や都市

機能維持を推進し、防災・減災対策も併せ、安心して暮らし続けられる持続可能な都市構

造の形成を必要としている。 

 

（２）その対策 

  ① DX（デジタル・トランスフォーメーション） 

令和 4（2022）年度に策定した飯山市 DX 推進計画に基づき、デジタル技術やデータを

活用し、市民・来訪者の利便性の向上、市役所業務のスマート化、それに必要な基盤整備・

構築を進め、地域課題の解決や災害予測・対策、暮らしに役立つ仕組みの構築を目指す。

これにより、人口減少や少子高齢化に伴う問題への対応を強化し、市民が安心して生活で

きる環境を実現するとともに、地域全体の活性化を図る。 

 

  ② SDGs（持続可能な開発目標） 

SDGs の推進においては、令和元（2019）年 8 月に「地方創生 SDGs 官民連携プラット

フォーム」に参画し、他の自治体や民間団体等との情報交換や連携を図り、持続可能な地

域づくりを目指す。また、政策等の底上げとして、普及啓発活動を行い、既存の政策や施

策、事業を SDGs の達成に貢献しているかを整理するだけでなく、SDGs を点検するツー

ルを活用し政策等の質の向上を図る。 

 

  ③ 多極ネットワーク型コンパクトシティ 

「飯山市まちづくり基本計画」では、中心拠点と周辺集落がしっかりと結ばれる「多極ネ

ットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指すため、「市内で暮らし続けられるまちづく

り」「既存ストックを長く賢く使うまちづくり」「厳しさと豊かさを持つ自然と共生するま

ちづくり」「歴史と文化に誇りを感じられるまちづくり」「人と人、地域と地域が支え合う

まちづくり」の 5 つの整備方針を定めた。また中心市街地における「立地適正化計画」で

は、まちなか居住推進区域及び都市機能集積区域を設定し、中心拠点として必要な人口密

度の維持や、生活に必要な行政・商業・医療・教育・金融・交通等の施設を維持し、また、

防災指針を定め、防災・減災対策を計画的かつ着実に推進していく。本計画の実現化に向

けて、住民及び関係機関へ周知を行い、都市計画制度の適切な運用を図るなど、各種施策

等を実施する。 
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（３）計画 

    事業計画（令和 8（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

12 その他地域の持続的

発展に関し必要な事項 

（1）飯山市 DX 推進事

業 DX 推進事業 市 

 

DX システム整備事業 市 
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事業計画（令和８（2026）年度～令和 12（2030）年度） 

過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

2 産業の振興 （10）過疎地域持続的

発展特別事業 

協働のもりづくり事業 

里山から離れつつある地域住民の

森林への意識の高まりを目指し、多く

の機能を有する森林の整備と保全を

推進するため、市民が協働で森林整備

を進める活動に交付金を交付する。 

市 

多機能を有

する森林の

整備と保全

を 推 進 す

る。 

4 交通施設の整備、交

通手段の確保 

（9）過疎地域持続的発

展特別事業 

市道舗装修繕事業 

 経年により舗装が全面的に損傷し、

安定した通行に支障が生じている箇

所の舗装修繕を実施し、安定通行の確

保を図る。 

市 

市道の舗装

修繕を行う

こ と に よ

り、安定し

た通行の確

保を図る。 

6 子育て環境の確保、

高齢者等の保健及び福

祉の向上及び増進 

（8）過疎地域持続的発

展特別事業 

児童クラブ等運営事業 

小学生の放課後対策の充実を図る

ため、市の社会福祉協議会へ委託を

し、より充実した子育て支援を行う。 市 

市の社会福

祉協議会へ

委託をし、

充実した子

育て支援を

行う。 

こども女性家庭センター運営事業 

 全ての妊産婦、子育て世帯、子ども

が一体的に相談できる窓口を設置し、

相談しやすい環境を整える。 市 

全ての妊産

婦や子ども

が一体的に

相談できる

窓口を設置

する。 

医療給付事業 

子育て世帯の経済負担軽減及び子

育て環境の充実を図るため、子育て世

帯（18 歳まで）の医療費の自己負担を

軽減する。 

市 

医療費の家

計への負担

軽 減 を 図

り、福祉の

増 進 を 図

る。 

飯山市子ども館等運営事業 

 小学生の放課後対策 の充実を図る

ため、 市の社会福祉協議会へ 委託を

し 、より充実した子育て支援を行う。 市 

市の社会福

祉協議会へ

委託をし、

充実した子

育て支援を

行う。 

須多峰介護センター改修事業 

市 

 

保健センター改修事業 

市 
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7 医療の確保 （3）過疎地域持続的

発展特別事業 

無医地区出張診療所事業 

市内の無医地区へ医師を派遣し、安

心して暮らせる地域づくり、住民の健

康増進を図る。 市 

無医地区の

住民に医療

を受ける機

会を設け、

健康増進を

図る。 

8 教育の振興 （4）過疎地域持続的

発展特別事業 

学力向上総合対策事業 

小中高連携による算数・数学、その

他教科の学力向上を図るため、小・中

学校へ学力向上推進教員を配置する。 市 

施設分離型

連携の指導

体制づくり

を行い、将

来を担う人

材育成を推

進する。 

ジュニアスポーツ振興事業 

 ジュニアスポーツ振興のための指

導者及びコース整備委託、大会補助な

ど、子どもたちがスポーツに取り組む

ための環境整備を図る。 

市 

多くの子ど

もたちがス

ポーツを親

しめるよう

に、環境整

備を行う。 

中学校部活動地域展開推進事業 

 教員の働き方改革の一環として、部

活動に代わる地域クラブへの移行を

図る。 
市 

多くの生徒

がスポーツ

に取り組む

場を失うこ

との無いよ

う、環境整

備に取り組

む。 

9 集落の整備  （2）過疎地域持続的

発展特別事業 

里山の未来づくり支援事業 

 活力あふれ、里山の未来づくりを進

めるために、集落又は公共的団体が自

ら考え行う事業に対し支援金を交付

し、活動を支援する。 

市 

自ら考え、

自ら行う事

業に対し、

支援金を交

付し、活動

の支援を図

る。 

持続可能な集落活動事業 

 地域のコミュニティ機能を高め、持

続可能な集落活動を推進するために、

集会施設を整備する区に対し、補助金

を交付する。 
市 

集会施設を

整備する区

に対し補助

金 を 交 付

し、地域の

コミュニテ

ィ機能を高

める。 



飯山市過疎地域持続的発展計画概要版

1 美しい自然環境を守り、クリエイトするまち
新価値創出・企業支援、自然環境・景観・自然エネルギー
・利雪・楽雪・土地利用、観光・交流・関係人口、住宅・
移住定住、魅力発信、デジタル化

2 未来を拓く子どもたちが育つ共育のまち

子育て、教育

３世界に誇れる技術を持ち、産業が活発なまち

農林業、商工業、伝統産業

４一人ひとりが生きがいをもって挑戦できるまち

市民協働・ダイバーシティ、生涯学習、文化、スポーツ

５安全で安心して暮らしを愉しめるまち

飯山郷創
～世界にひらく 里山の未来～

１ 基本的な事項
〇概況 〇人口及び産業の推移と動向 〇行財政の状況 〇基本方針 〇基本目標
〇計画の達成状況の評価に関する事項 〇計画期間 〇公共施設等総合管理計画との整合

一人ひとりが飯山の未来を考え、
知恵を出し合い、「世界に誇れ
る里山」を目指す。

〈 方向性 〉

〈 基本目標 〉

飯山市第６次総合計画

〈 施策展開 〉

飯山市過疎地域持続的発展計画

〈 将来のまちの姿 〉

【本計画の策定趣旨】
　長野県が定めた「過疎地域持続的発展方針」に基づき、過疎地域の振興のための目標や対
策を示すとともに、目標達成に向けた事業の円滑的な実施を図るため、当市においても本計
画を策定し持続的な発展を目指すため、地域の活性化に向けた取り組みを推進します。

【これまでの計画からの主な変更点】
　前計画は飯山市第５次総合計画を基に作成したものでしたが、本計画は第６次総合計画を
基に作成しています。

【本計画の期間】
令和８（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間とします。

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
〇北陸新幹線飯山駅を起点としたまちづくり 〇移住定住 〇住宅 〇地域間交流
〇人材育成 〇公共施設等総合管理計画等との整合

３ 産業の振興
〇農林業 〇商業 〇工業 〇観光 〇産業振興促進事項 
〇公共施設等総合管理計画等との整合

４ 地域における情報化
〇デジタル化における施設等の整備 〇公共施設等総合管理計画等との整合

５ 交通施設の整備、交通手段の確保
〇国・県道 〇市道 ○くらしと交通安全 〇公共交通 
〇公共施設等総合管理計画等との整合

６ 生活環境の整備
〇上水道事業・簡易水道事業 〇下水道事業 〇合併処理浄化槽 〇ごみ処理
〇し尿処理 〇消防・防災 〇景観形成 〇公園 〇公共施設等総合管理計画等との整合

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
○高齢者福祉 ○児童福祉（子育て支援） ○障がい者福祉 ○生活困窮者対策
○公共施設等総合管理計画等との整合

８ 医療の確保
〇医療施設 〇その他 〇公共施設等総合管理計画等との整合

９ 教育の振興
〇学校教育 〇社会教育 〇公共施設等総合管理計画等との整合

10 集落の整備
〇集落の整備　〇公共施設等総合管理計画等との整合

11 地域文化の振興等
〇地域文化の振興　〇芸術文化の振興 〇公共施設等総合管理計画等との整合

12 再生可能エネルギーの利用の推進
〇自然エネルギーの活用　〇未利用バイオマスの利活用
〇公共施設等総合管理計画等との整合

13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項
〇DX(デジタル・トランスフォーメーション) 
〇SDGs(持続可能な開発目標）〇多極ネットワーク型コンパクトシティ

公共交通、健康、福祉・介護、医療、防災減災、道路、公園
上下水道、防犯・交通安全、消防・救急、消費者保護、克雪
集落維持、行財政



６ 生活環境の整備
① ①
② ②

① ③ ③
② ④ ④
③ ⑤ ⑤
④ ⑥ ⑥
⑤ ⑦
⑥ ⑧
⑦ ⑨ ①
⑧ ⑩ ②
⑨ ⑪ ③

⑫
３ 産業の振興

① ①
② ① ②
③ ②
④ ③
⑤ ④ ①
⑥ ⑤ ②
⑦

４ 地域における情報化 ①
① ②

③
５ 交通施設の整備、交通手段の確保

①
② ①
③ ②
④ ③
⑤ ④
⑥ ⑤
⑦ ⑥
⑧ ⑦
⑨ ⑧

⑨
⑩
⑪

１ 基本的な事項 １０ 集落の整備
下水道施設耐水化事業 持続可能な集落活動事業

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 下水道施設整備事業 若者住宅整備事業
住宅耐震対策事業 下水道施設改良事業 飯山市移住定住促進住宅整備事業
住宅屋根克雪化事業 下水道建設耐震化事業 市営住宅整備事業
移住・定住推進事業 雨水排水対策事業 里山の未来づくり支援事業
さわやか婚活応援事業 下水道施設広域化・共同化事業 持続可能な集落活動事業
定住支援事業 浄化槽整備事業
移住支援事業 エコパーク寒川大規模改修事業（飯山市負担分） １１ 地域文化の振興等
結婚新生活支援事業 岳北広域負担金（消防費） 飯山城址整備事業
飯山市企業誘致・移住支援事業 消防防災施設整備事業 飯山市文化交流館施設整備事業
住宅地造成事業（市道改良事業） 防災・減災対策事業 美術館施設整備事業

防災対策整備事業
１２ 再生可能エネルギーの利用の推進

起業支援ネットワーク推進事業 ７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 自然エネルギー活用事業
まち並整備事業 児童福祉施設整備事業 カーボンニュートラル推進事業
都市公園等施設整備事業 児童クラブ等運営事業
観光施設整備事業 こども女性家庭センター運営事業 １３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項
かわまちづくり事業 医療給付事業 ＤＸ推進事業
自転車活用推進事業 飯山市子ども館等運営事業 ＤＸシステム整備事業
協働のもりづくり事業

８ 医療の確保
無医地区出張診療所事業

ＣＡＴＶ整備事業 地域中核医療機関支援事業
保健センター改修事業

市道舗装修繕事業 ９ 教育の振興
交付金道路新設・改良事業 新たな小学校づくり事業
市道改良事業 中学校施設整備事業
新統合小学校周辺道路環境整備事業 小学校施設整備事業
除雪対策事業 スクールバス整備事業
橋りょう整備事業 活性化センター整備事業
公共交通運行事業 体育施設整備事業
除雪機械整備事業 第82回国民スポーツ大会（カヌースプリント競技・スキー競技）開催事業

市道舗装修繕事業 学力向上総合対策事業
ジュニアスポーツ振興事業
中学校部活動地域展開推進事業
小中学校ＩＣＴ教育推進事業

過疎計画の対象となる主な事業（令和８（2026）年度～令和12（2030）年度）今回の過疎計画で新規で追加した事業については赤字にしています。


